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１ ． はじ めに

気候変動による影響が深刻さ を増す中、 地球温暖化の要因である温室効果ガスの排

出を削減する対策（ 緩和策） に取り 組むこ と に加え、 気候変動の影響による被害の回

避・ 軽減対策（ 適応策） を法的に位置付けた「 気候変動適応法」 が平成30（ 2018） 年

12月に施行さ れまし た。 こ れを受けて都は、 令和元（ 2019） 年12月に「 東京都気候変

動適応方針」 を公表し 、 さ ら に令和３ （ 2021） 年３ 月に「 東京都気候変動適応計画」

を策定し まし た。

本計画では、 然災害、 健康、 農林 産業など幅広い分野で、 都 活や 然環境自 水 民 生 自

への影響・ 被害を可能な限り 回避、 軽減するため様々な施策を展開するこ と で、 適応

の観点から 総合的に施策を推進し 、 極端な気象変化から 都 の 命と 財産を 守る強靭民 生

な都市を築く こ と を目指し ています。

し かし 、 令和３ （ 2021） 年７ 月に静岡県で

記録的な大雨から 多く の死傷者を出し た土石

流災害が発生し たほか、 都内でも 、 令和５

（ 2023） 年６ 月には台風２ 号の影響による

大雨で、 善福寺川において溢水が発生する

など 、 本計画策定後も 台風や集中豪雨などに

よる自然災害が頻発し ています。

また、 令和５ （ 2023） 年は全国的に記録的な暑さ に見舞われ、 群馬県桐生市での46

日をはじ め、 多く の地点で年間の猛暑日（ 日最高気温が35℃以上） 日数が過去最多を

記録し たほか、 東京都心では同年の夏日（ 日最高気温が25°C以上） が140日を超え、

年間夏 の最多記録を更新し まし た。 今後も 、 こ う し た様々な影響が 期にわたり 拡日 ⾧

大するこ と が考えら れます。

一方、 都は風 害をはじ めと する災害の危機から 都 の 命と 暮ら し を守るため、水 民 生

令和４ （ 2022） 年に「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト 」 を立ち上げ、 令和５ （ 2023） 年

12月に「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト upgrade Ⅰ 」 を公表し まし た。

こ う し た動き を踏まえ、 温室効果ガスの排出を削減する緩和策にこ れまで以上に取

り 組むと と も に、 併せて気候変動の影響による被害を回避・ 軽減する適応策について

も より 一層強化し ていく 必要があるこ と から 、 本計画を 改定するこ と と し まし た。

緩和策と 適応策（ イ ラ スト 出典： A-PLAT）
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都では、 2050年の世界のCO2排出量実質ゼロに貢献するため、 令和元（ 2019） 年

12月に「 ゼロエミ ッ ショ ン東京戦略」 を策定すると と も に、 「 未来を拓く グリ ーン

でレ ジリ エント な世界都市・ 東京」 の実現に向け、 令和4（ 2022） 年9月に「 東京都

環境基本計画」 を策定し まし た。

また、 令和５ （ 2023） 年12月には「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト upgrade Ⅰ 」

を、 令和６ （ 2024） 年１ 月には都の 期⾧ 計画である「 『 未来の東京』 戦略 version 

up 2024」 をそれぞれ公表し まし た。

一方、 令和５ （ 2023） 年４ 月には、 気候変動適応の一分野である熱中症対策を強

化するため、 熱中症特別警戒情報の創設や、 指定暑熱避難施設（ ク ーリ ングシェ ル

タ ー） の指定等を盛り 込んだ、 改正気候変動適応法が国会で可決・ 成立し まし た。

改定する新たな計画では、 こ う し た動向やSDGs（ 持続可能な開発目標） の実現

への寄与などの観点も 踏まえつつ、 都 ・ 事民 業者等と の連携・ 協働の下、 気候変動

の緩和と 適応の両面から 生命・ 財産を将来にわたっ て守る施策を展開し 、 持続可能

な発展を図るこ と を目的と し ています。

本計画改定の目的

●TOPIC● 気候変動による経済的な影響は？

OECD（ 経済協力開発機構） 「 気候への投資、 成 への投資統合報告書⾧ 」 によれ
ば、 今後温暖化対策を実施し なかっ た場合、 2100年には世界全体で年間GDP1の約
12％が損失すると さ れています。

一方、 気候変動による東京都の潜在的な経済影響額を試算2し たと こ ろ 、 2100 
年時点での気温が３ ℃上昇と 仮定し た場合に累積で-116.3兆円、 ５ ℃上昇と 仮定
し た場合に累積で-255.9兆円と いう 結果が示さ れまし た。

今回の試算で設定し た暑熱や風水害などの経済活動影響要素3によるリ スク を最
小化するためには、 緩和策のみなら ず適応策の推進も 欠かせません。

2100年時点での気温上昇シナリ オ別4・
都内経済活動影響額（ 2023〜2100年各年の累積）

１ 2022年世界のGDPは、 約１ 京4,125兆円※

※ 出典： IMF -World Economic Outlook Databases
（ 2023年10月）
2023年12月末終値１ ド ル141.06円で換算

２ 気温上昇や気候変動等による様々な影響を考慮せ
ず、 基準と なる人口やGDP、 産業連関表に基づいた
現状の産業構造等を整理し た固定のベースラ イ ンを
設定。 そのベースラ イ ンと の差分により 気候変動に
よる潜在的な経済影響額を算出。

３ 経済活動影響要素と し て、 「 暑熱による労働者へ
の影響」 「 健康被害による労働者への影響」 「 気候
変化による農業への影響」 「 風水害による影響」
「 気候変化による家庭のエネルギー需要への影響」
を設定。

４ 各シナリ オは、 1850~1900年の世界全体の平均気温
と 比較し た場合の2100年時点での気温上昇幅を指す。

（ 東京都における気候変動による将来的な経済的影響
推計調査業務委託報告書を基に作成）
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２ ． 気候の過去の状況及び将来の変化予測

都内における気候の過去の状況及び将来の変化予測については、 おおむね次のよう

になっ ています。 詳細は東京都環境局ホームベージにて公開し ています。

気温

▷ 年平均気温は、 上昇傾向に

あり ます。

▷ 真夏日、 熱帯夜は区部及び

多摩部、 島し ょ 部と も に増加

傾向にあり ます。

▷ 猛暑日は、 区部及び多摩部

で増加傾向にあり 、 島し ょ 部

では観測さ れていません。

降雨

▷ 降水量は、 年による増減が大き く 、 区部、 多摩部、 島し ょ 部と も 明確な変化傾向

は見ら れません。

▷ 無降水日の日数は、 区部では増加傾向にあり 、 多摩部、 島し ょ 部では明確な変化

傾向は見ら れません。

▷ 短時間強雨（ １ 時間降水量50mm以上） の気象庁がまと めた全国1,300地点の年間

発生回数では、 最近10年間の平均は、 統計期間の最初の10年間の平均と 比べて約1.5

倍に増加し ています1 。

台風2

▷ 台風の接近数は、 1980年から 2019年までの40年間の観測データ によると 、 都では

増加傾向にあり ます。 また、 強い強度の台風の接近頻度が増えていると と も に、 移

動速度が遅く なっ ており 、 台風による影響時間が く なっ ています⾧ 。

海面水位3

▷ 日本沿岸の平均海面水位は、 1980年以降では上昇傾向が見ら れます。

1:気象庁「 大雨や猛暑日など（ 極端現象） のこ れまでの変化」

（ https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_ p.html）

2:気象研究所報道発表「 過去40年で太平洋側に接近する台風が増えている」 （ 令和２ 年８ 月25日）

3:気象庁発表「 本沿岸の海 位の 期変化日 面 水 ⾧ 傾向（ 診断（ 2021年） ） 」 （ 令和４ 年２ 月15日）

過去の気温の状況

東京の年平均気温（ 東京管区気象台ホームページより ）
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気温

▷ 気温は、 区部、 多摩部、 島し ょ 部と も 将来は現在より も 上昇すると 予測さ
れます。 また、 どの地域でも 平均気温や日最高気温と 比べて日最低気温がよ
り 上昇すると 予測さ れています。

▷ 将来は現在より も 真夏日、 猛暑日、 熱帯夜は増加すると 予測さ れます。

将来の気候の変化予測

東京都の猛暑日日数の予測

出典： 「 CM IP6をベースにし たCD FD M 手法による日本域バイ アス補正気候シナリ オデータ 」
（ 石崎,2021） を国立環境研究所（ 気候変動適応センタ ー） が整備、 それを基に東京都
気候変動適応センタ ーがマッ プを作成

4
―4 ―



降雨

▷ 年降水量は、 区部及び島し ょ 部では将来は現在より 減少する傾向を示し てい
ます。 一方、 多摩部では増加傾向を示し ており 、 地域により 増減の傾向に違い
が見ら れます。

▷ 短時間強雨及び無降水日は、 全ての地域で増加する傾向を示し ています。 ま
た、 個々の短時間強雨の深刻化も 予測さ れており 、 爆弾低気圧が強大化するこ
と や梅雨期の極端な大雨の１ 回あたり の降 継続時間が く なるこ と 等が予測雨 ⾧
さ れています。

台風

▷ 台風の将来予測に関し ては不確実性が小さ く あり ませんが、 次のよう に予測
さ れています。

・ 北西太平洋での台風発生数は全般的に

減少し 、 さ ら に最も 発生数の多い海域

が現在のフ ィ リ ピン近海から 将来はそ

の東方に移るこ と により 、 日本への台

風接近数が減少し ます1 。

・ 海面水位の上昇に伴い、 日本付近の

台風の強度が強まり 、 スーパー台風２

と 呼ばれる強度で日本にまで達し ます３ 。

・ 台風に伴う 降水については、 個々の台

風の降水強度が増大し 、 雨量が増加す

る一方、 日本に接近する台風は減少す

るため、 台風に伴う 降水の年間総量に

は変化があり ません３ 。

・ 台風接近数の減少と 比べて、 個々の台

風の降水強度増大の影響をより 強く 受

けるため、 台風に伴う 非常に激し い降

水の頻度は増加し ます3 。

海面水位 ４

20世紀末を基準と し て21世紀末で４ ℃上昇すると 仮定し た場合、 東京周辺の
沿岸域の年平均海面水位は、 21世紀末には0.70m上昇すると 推定さ れます。

1:「 気候変動の観測・ 予測・ 影響評価に関する統合レポート 2018〜 本の気候変動と その影日
響〜」 （ 平成30年２ 月）

2:スーパー台風： 米国の合同台風警報センタ ー（ JTW C） が設定する最大強度階級であり 、 １
分平均の最大地上風速が130ノ ッ ト （ 約67m/s） 以上に相当する。

3:「 気候変動影響評価報告書 詳細」 （ 令和２ 年12月）

4:「 日本の気候変動2020 — 大気と 陸・ 海洋に関する観測・ 予測評価報告書— （ 詳細版） 」
（ 令和２ 年12月）

中心気圧
935hPa

中心気圧
950hPa

中心気圧
915hPa

令和元年東日本台風の気象衛星画像（ 赤外） 、 日降水量分布図（ 解析雨量）
（ 気象庁「 災害時自然現象報告書2020年第3号」 に掲載の図を 加工）
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３ ． 適応に関する基本的な考え方

気候変動の影響が深刻化する中、 CO2の排出を削減する「 緩和」 を確実に進めるこ

と は不可欠です。 また、 厳し く 「 緩和」 の努力をし ても 、 なお残る気候変動の影響を

回避・ 軽減するため「 適応」 も 併せて進めていく こ と が必要と なり ます。

そのため、 「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト 」 を踏まえつつ、 都政の全力を挙げて、 都

の 命、 財産を守るこ と により 、 々や企業から 選ばれ続ける都市を実現し ていき民 生 人

ます。

① 都施策の全般にわたり 、 気候変動への適応に取り 組む

気候変動適応による影響は、 自然災害、 健康、 農林水産業など幅広い分野にわたり

現れています。 関連するあら ゆる施策に気候変動適応を組み込み、 現在及び将来の気

候変動による影響に対処し ていき ます。

② 科学的知見に基づく 気候変動適応の推進

気候変動及び気候変動影響の将来予測を含む科学的知見は調査研究等の進展の状況

に応じ て日進月歩で更新さ れます。 最新の科学的知見を踏まえ、 適応策を推進し ます。

また、 気候変動適応に関する最新技術の積極的な活用を図っ ていき ます。

③ 区市町村と 連携し 、 地域の取組を支援

気候変動の影響は地域特性により 大き く 異なるため、 地域の実情に応じ た施策を展

開するこ と が重要です。 区市町村が地域に根差し た施策を展開でき るよう 積極的な情

報提供をはじ めと し て、 地域の取組を支援し ていき ます。

④ リ スク を含めた情報発信を進め、 都 の理解を促進民

気候変動適応に関する施策を推進するためには都 の理解が不可 であり 、 気候変民 欠

動適応について積極的に啓発、 周知を行っ ていく こ と が必要です。 気候変動に関する

情報の収集・ 提供等を行う 体制を整備し 、 積極的に発信し ていき ます。

⑤ C401などと 国際協力を 推進し 、 都市間連携を加速

気候変動による影響と その対策は世界的な課題です。 C40 など都が参加する組織等

を活用し 、 知見の共有を行う など、 都市間の連携を加速し ていき ます。

1: C40…世界大都市気候先導グループ。 世界の都市が連携し て温室効果ガスの排出削減に取り 組む

ネッ ト ワーク と し て2005年に設立。 都は平成18（ 2006） 年12月に加盟

基本的な考え方

基本戦略
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2050年 目指すべき 姿

▶ 気候変動の影響によるリ スク を最小化

〜都民の生命・ 財産を守り 、 人々や企業から 選ばれ続ける都市を実現〜

2030年に向けた目標

都政及び都 ・ 事業者の活動において、 気候変動の影響民 を

受けるあら ゆる分野で、 サステナブル・ リ カ バリ ーの考え方

や、 デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ―ショ ン（ DX） の視点も 取り

入れながら 、 気候変動による将来の影響を考慮し た取組が

さ れている ※詳細は、 4.気候変動影響と 今後の主な取組を参照

現状

こ れまでに経験し たこ と のない極端な気象現象が

増加し ており 、 都政及び都 ・ 事業者の活動への民

影響が現れている

適応策の強化に向けたロード マッ プ

熱中症や感染症、 大気汚染による健康被害などの気温上昇による健康影響が最小限に抑えら れている

生物多様性への影響を最小限にし 、 豊かな自然環境が確保さ れている

渇水や水質悪化等のリ スク が低減さ れ、 高品質な水の安定供給や快適な水環境が実現し ている

気温上昇や台風等の災害にも 強い農林水産業が実現し ている

集中豪雨、 台風等による浸水被害・ 土砂災害などを回避・ 軽減する環境が整備さ れている

現状

< 2050年に向けたチャ レンジ>
■高精度の気候変動予測などの革新的な技術を

活用し 、 効率的で最適な適応策を推進
■適応を考慮し た都 動・ 事業活動の定着民 行
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４ ． 気候変動影響と 今後の主な取組

本章では、 ①自然災害、 ②健康、 ③農林水産業、 ④水資源・ 水環境、 ⑤自然環境の

５ つの分野ごと に、 気候変動による影響と 今後の主な取組をまと めています。

気候変動の影響への対応に当たっ ては、 前章の基本的な考え方、 ５ つの基本戦略に

加え、 「 サステナブル・ リ カ バリ ー（ 持続可能な回復） 」 の考え方に立っ て、 気候変

動による脅威への対応のみなら ず、 新興感染症、 経済、 社会など、 都 活に関わる民 生

様々な危機への対応力も 併せて高めていき ます。

と り わけ、 「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト 」 を踏まえつつ、 デジタ ルト ラ ンスフ ォ ー

メ ーショ ン（ DX） の視点も 取り 入れ、 施策を推進し ていき ます。

なお、 気候変動による影響については、 国の「 気候変動適応計画」 （ 平成30年11

月） 及び「 気候変動影響評価報告書」 （ 令和２ 年12月） 等を 基に記載し ています。

※ 今後３ 年間の取組予定については、 アク ショ ンプラ ンと し て東京都

環境局ホームベージにて公開し ています。

健康 自然環境

農林水産業 水資源・ 水環境

自然災害

DXの推進

サステナブル・ リ カ バリ ー

様々な危機への対
応力を強化

５ つの基本戦略

本資料における各分野のアイ コ ン出典： 気候変動適応情報プラ ッ ト フ ォ ーム
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自然災害

洪水・ 内水氾濫

豪雨の増加、 海面水位の上昇、 台風の強大化等により 、 浸水被害の甚大化や頻発化

が想定さ れます。

また、 河川や海岸等の近く の低平地等では、 河川水位が上昇する頻度の増加や海面

水位の上昇により 、 下水道等から 雨水を排水し づら く なるこ と などによる内水氾濫の

可能性が増え、 浸 時間の 期化や浸 範囲の拡 を招く と 想定水 ⾧ 水 大 さ れます1 。

高潮・ 高波

海面水位の上昇及び台風の強大化や経路変化により 日本に影響を及ぼす高潮の規模

が増大するこ と で、 高潮による浸水のリ スク が高まり ます 2。

また、 台風の強度の増加等による太平洋沿岸地域における高波のリ スク 増大の可能

性、 波高や高潮偏差の増大による港湾及び漁港防波堤等への被害等が予測さ れていま

す。

土砂災害

豪雨の増加に伴い、 土砂災害発生頻度の増加が想定さ れます。

また、 突発的で局所的な大雨の増加に伴い、 警戒避難のためのリ ード タ イ ムが短い

土砂災害の増加や台風等による記録的な大雨に伴う 深層崩壊等の増加が懸念さ れます。

加えて、 人為的に行われる違法な盛土や不適切な工法の盛土の崩落による人的・ 物

的被害のリ スク も 存在し ます。

1:日本における気候変動による影響の評価に関する報告と 今後の課題について（ 意見具申） （ 平成

27年３ 月）

2:「 気候変動の観測・ 予測・ 影響評価に関する統合レポート 2018〜 本の気候変動と その影響〜日 」

（ 平成30年２ 月）

気候変動による影響
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激甚化する豪雨や台風に伴う 洪水、 内水氾濫、 高潮、 土砂災害等の自然の脅威に対

し て、 ハード ・ ソ フ ト 両面から 、 最先端技術の活用、 都市施設の整備を推進し ます。

将来の台風の強大化や豪雨の頻度増加に対処するため、 「 TOKYO強靭化プロジェ ク

ト 」 を踏まえ、 施策の更なるレベルアッ プを図り ます。

今後の主な取組

●TOPIC● TOKYO強靭化プロジェ ク ト

風水害をはじ め 、 東京が直 する災害の危機から 都面 の 命と 暮ら し を守るため、民 生
「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト 」 では、 2040年代に目指す強靭化さ れた姿の実現に向
け、 様々な対策を推進し ています 。

気候危機が一層深刻化し 、 国内外で大規模な災害が相次いで発生する中 、 100年
先も 安心でき る、 強靭な東京を実現し ていく ためには、 施策を不断に見直し 、 備え
を強化し ていく 必要があり ます。

こ う し たこ と から 、 気候変動を見据えた風水害対策
など 、 取組をレベルアッ プし た「 TOKYO強靭化プロジ
ェ ク ト upgrade Ⅰ」 を令和５ 年12月に公表し まし た。

今後も 本プロジェ ク ト を推進し 、 都 の安全・民 安心
を確保できる、 強靭で持続可能な東京を実現し ます。

詳細は、 「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト 」 ホームページを
ご確認く ださ い。

TOKYO強靭化プロジェ ク ト upgrade Ⅰ

アッ プグレード の主なポイ ント （「 TOKYO強靭化プロジェ ク ト upgrade Ⅰのポイ ント 」 より 抜粋）
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（ 1） ハード 対策

① イ ンフ ラ 整備

i 河川、 下水道、 海岸保全施設等の整備

総合的な治水対策の強化

・ 令和５ 年12月に改定し た「 東京都豪雨対策基本方針」 での目標降雨等の検討結果

を踏まえ、 河川・ 下水道整備、 貯留浸透施設の設置などの各施策の役割分担を明

確にし 、 あら ゆる関係者が協働し て豪雨対策を推進し ます。 ⇒P.28TOPIC「 東京

都豪雨対策基本方針」 参照

河川の豪雨対策

・ 護岸整備等と と も に、 工事中の環状七号線地下広域調節池など、 調節池等の整備

を 推進し ます。

・ 将来の降雨量増大などの気候変動への対応に向けて、 令和５ 年12月に策定し た

「 気候変動を踏まえた河川施設のあり 方」 を踏まえ、 調節池等を活用し た効率

的・ 効果的な対策を進めていきます。 ⇒P.28TOPIC「 気候変動を踏まえた河川施

設のあり 方」 参照

・ 新たな調節池等の事業化目標を、 気候変動を踏まえて約200万㎥（ 2030年度） に

再設定し 、 事業化に向け検討を進めていき ます。

・ 地下河川等の事業化に向けた取組を進めていき ます。

・ 令和元年東日本台風で被災し た多摩地域の河川にお
いて、 局所改良による流下能力の向上等を 図り ます。

調節池等事業化目標の再設定
地下河川の検討イ メ ージ

護岸整備の様子
（ 石神井川）

左： 整備前
右： 整備後
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河川における戦略的維持管理の推進

・ 災害に対する治水・ 防御機能が確実に発揮さ れるよう 、 予防保全計画に基づく 維

持管理を着実に実施し ます。

・ 専門的な知識を有する人材を確保し た上でICT を活用し 、 点検などの効率化・ 高

度化を図り ます。

下水道の施設整備

・ 東京都豪雨対策基本方針に基づき 、 浸水対策と 下水道施設の耐水化を推進し ます。

〇浸水対策

・ 気候変動の影響による降雨量の増加に対応し た下水道増強幹線、 貯留施設等を整備

（ 浸水の危険性が高い地区等を重点化し て先行整備）

・ 市町村による浸水対策への支援の充実（ 市町村下水道事業強靭化都費補助による支援）

・ 空堀川上流域南部地域における流域下水道雨水幹線の整備

〇下水道施設の耐水化

・ ハード 対策と ソ フ ト 対策を組み合わせて下水道機能を確保

・ 目標を超える降雨や複合災害等による水害が万が一発生するこ と を考慮し 、 高潮、 津波、
外水氾濫、 内水氾濫に対し て、 各施設における最も 高い対策高で耐水化を推進

・ も し も の備えと し て、 下水道機能が消失し た場合には、 下水道機能を早期回復するため
に必要な応急復旧等のソ フ ト 対策を実施

・ 浸水深が高く 、 整備が困難な場合については、 施設の再構築時に合わせて耐水化を実施

下水道増強幹線（ 第二田柄川幹線）

耐水化整備イ メ ージ
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流域対策の促進

・ 時間10ミ リ 降雨相当の雨水流出抑制に向け、 各区市の自主的かつ計画的な取組を
促すため、 対策量の努力目標値の設定や進涉状況の公表を実施し ます。

・ 地元自治体と 連携し てモデル事業を実施し 、

施設の効果的な設置 法の検証や都 の方 民 意識

向上を図り ます。

・ 緑の創出や保全に向けた取組を進め、 雨水

浸透機能による洪水被害の軽減を図り ます。

グリ ーンイ ンフ ラ を活用し た雨水流出抑制等

・ 公共用地における雨水流出抑制に資する

グリ ーンイ ンフ ラ 導入を推進し ます。

農業等基盤の強化

・ デジタ ル技術を活用し 、 ため池や農業用水路取水門の防災機能の向上を推進し ます。

高潮対策

・ 東部低地帯に暮ら す約300万人の命と 暮ら し を守るため、 高潮防御施設の整備を
推進し ます。

・ 令和４ 年度の東京湾沿岸海岸保全基本計画[東京都区間]の改定、 東京港海岸保全
施設整備計画の策定を踏まえ、 防潮堤の嵩上げを段階的に実施すると と も に、 排
水機場の機能強化を図り ます。

・ 「 気候変動を踏まえた河川施設のあり 方」 を踏まえ、 各河川において最適な整備
手法等を 定める「 河川における高潮対策整備方針（ 仮称） 」 を令和６ 年度に策定
し 、 防潮堤嵩上げ等の整備を推進し ていき ます。

・ 必要堤防高を確保すると と も に景観や親水性を向上できるスーパー堤防について、
整備促進に向けた取組を進めていき ます。

・ 水門の開閉操作は、 遠隔操作を基本と し 、 施設に設置さ れたカ メ ラ 映像や情報信
号の監視を行う など、 引き 続き 突発的な事態に備えていき ます。

島し ょ 地域の海岸保全施設の整備

・ 台風の襲来や低気圧の通過に伴う 高潮などから 将来にわたり 海岸背後地の集落等
を守るため、 気候変動に伴う 海面水位の上昇や台風の強大化等を 踏まえた海岸保
全基本計画を改定し た上で、 護岸や人工リ ーフ など海岸保全施設の整備を推進し
ます。

・ ド ローン・ 人工衛星等を活用し た被害状況の把握や、 デジタ ル技術を活用し た災
害復旧の迅速化・ 高度化に取り 組んでいき ます。

流域対策のイ メ ージ

運河辰 巳 防潮堤（ 江東区） 辰 巳水門（ 江東区）
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2030年に向けた政策目標

政策目標 現状値 目標値

新たな調節池等の事業化
累計約128万㎥
（ 2022年度末）

累計約200万㎥
（ 2030年度）

浸水の危険性が高い地区等を重
点化し 下水道整備を推進

67地区中28地区完了
（ 2022年度）

新たに10地区事業着手
（ 2030年度頃）

流域対策の促進・ 見える化
時間10㍉降雨相当分： 約654
万㎥

貯留浸透施設
約432万㎥
（ 2021年度末）

地元自治体が設定し た
努力目標値を達成

対策強化流域における 取組
の促進

補助対象範囲
10流域（ 2023年度）

対策強化流域において補助
の実施による流域対策促進

流域対策モデル事業 ― 都 意識の向上民

有地における 良好な みど民
り ※の創出

※樹木など の緑に覆われた土地
と 、 広場やグラ ウン ド 、 水面等
のオープ ン スペースと を 合わせ
たも のをいう 。

街中における 良好なみど
り が不足

間開発に合わせ民 、 良好な
みどり が街中に増加

保全地域の新規指定・ 公有化 約760ha（ 2023年度末） 約1,000ha（ 2050年度）

スーパー堤防等の整備
累計48 地区概成
（ 2023年度末見込）

累計53地区概成
（ 2026年度）

東京港における 海岸保全施
設の整備推進

外郭防潮堤 概成39.3km
（ 2022年度末）
水門15箇所
（ 2022年度末）

防潮堤約24km の嵩上げに
順次着手（ 2031年度）

島し ょ 地域の海岸保全施設
の整備

４ 海岸整備推進
４ 海岸で完了
（ 2030年度）
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i i 都市施設の機能確保

無電柱化の推進

・ 地震や風水害時の電柱倒壊を防ぎ、 災害時の円滑な対応につなげるため、 無電往

化を推進し ます。

・ 「 東京都無電柱化計画」 等に基づき 、 都道のみなら ず、 区市町村道への支援強化

やまちづく り での取組強化等にも 取り 組みます。

・ 都道について年間の整備規模を倍増さ せ、 第一次緊急輸送道路については2035年

度までの完了を目指し ます。 ※25km/年（ 令和２ 年度） ⇒50km/年（ 令和７ 年度）

・ 島し ょ 地域については、 激甚化する台風等の自然災害に対し ても 停電・ 通信障害

を 発生さ せないために、 「 東京都島し ょ 地域無電柱化整備計画（ 令和４ 年１ 月策

定） 」 で示し た整備目標の達成に向け、 島し ょ 地域における無電柱化を推進し ます。

・ また、 「 電柱のない島」 を目指すため、 令和4年度に策定し た利島・ 御蔵島の整

備計画に基づき 、 整備を推進し ます。

都道における年間整備規模

【 整備前】

島し ょ 地域における無電柱化（ 大島町差木地地区）

【 整備後】
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道路・ 橋梁の整備

・ 道路や橋梁等の整備により 幹線道路ネッ ト ワーク を築き 上げ、 災害時のリ ダンダ

ンシー1を確保し ます。

・ 災害時における緊急輸送や迅速な救助・ 救護活動などを支える緊急輸送道路網を

補完・ 強化する骨格幹線道路の整備や関連する連続立体交差事業を推進し ます。

・ 広域防災拠点へのアク セスルート と なる道路等の事業を推進し ます。

・ 緊急輸送道路等の橋梁の新設・ 架け替え、 災害時の代替ルート 等と なる道路の整

備、 緊急輸送道路の拡幅整備を進めるこ と により 、 災害時の確実な救助活動を 可

能と すると と も に、 物資の輸送ルート 、 避難ルート を確保し ます。

・ 大規模災害時における広域避難等を可能と するため、 避難経路が限定さ れている

都県境（ 千葉県） において、 新たな橋梁整備を推進し ます。

街路樹の防災機能強化

・ 街路樹の防災機能強化と し て、 台風被害により 倒木などが多かっ た地域の街路樹

を集中的に診断し 、 計画的に更新を進めます。

1:リ ダンダンシー（ redundancy） …「 冗⾧性」 、 「 余剰」 を意味する英語であり 、 国土計画上では、

自然災害等による障害発生時に、 一部の区間の途絶や一部施設の

破壊が全体の機能不全につながら ないよう に、 あら かじ め交通

ネッ ト ワーク やラ イ フ ラ イ ン施設を多重化し たり 、 予備の手段が

用意さ れている様な性質を示す。

2:鋼棒貫入…根元部から 幹部に突き 刺し 腐朽部位を検索する試験方法。 先端部を貫入し た際に発生

する手ごたえで腐朽部を発見する。

街路樹の診断（ 揺れの確認） （ 鋼棒貫入2の確認）
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給水安定性の向上

・ 災害や事故時だけでなく 、 更新などの工事の際にも バッ ク アッ プ機能を確保する

ため、 導水施設の二重化を進めていき ます。

・ 他系統から のバッ ク アッ プ機能を確保するため、 広域的な送水管ネッ ト ワーク を

構築すると と も に、 給水所への送水の二系統化を進めていき ます。

・ 河川上部を横断する管路については、 河川の氾濫等によっ て流出し 、 断水するな

ど、 甚大な被害の発生が懸念さ れるため、 地中化を進めていき ます。

都営地下鉄における浸水対策

・ 地上から の水の流入を防止するため、 駅出入口での止水板の設置や通風口への浸

水防止機等の設置を進めると と も に、 地下部での浸水拡大を防止するため、 ト ン

ネル内防水ゲート 等を整備し ます。

→都市型水害への対策完了（ 2030年代半ば）

→荒川氾濫への対策完了（ 2040年頃）

→高潮への対策完了（ 2040年代半ば）

導水施設の二重化（ イ メ ージ図） 送水管ネッ ト ワーク （ イ メ ージ図）

※ 荒川右岸21km破堤（ 堤防決壊から 24時間後）
（ 中央防災会議「 大規模水害対策に関する専門調査
会」 資料を 基に作成）

荒川氾濫時の地下鉄等の浸水想定

止水板

ト ンネル内
防水ゲート
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2030年に向けた政策目標

政策目標 現状値 目標値

都市再生特別地区の活用に
よる無電柱化

都市開発の機会を捉えた無電柱
化を促進中

間事業民 者等による 取組がこ
れまで以上に展開

都市開発諸制度の活用によ
る無電柱化

都市開発の機会を捉えた無電柱
化を促進中

間事業民 者等による 取組がこ
れまで以上に展開

防災生活道路を 軸と し た無
電柱化

各区の取組を促進中
各区の取組がこ れまで以上に
展開

市街地整備事業（ 都施行）
における無電柱化

３ 地区で事業中 2026年度に完了

区市町村や民 間施行 の市街地
整備事業における無電柱化

市街地整備の機会を捉えた無電
柱化を促進中

電柱及び電線が無いまち づく
り が標準と なっ ている

間宅地民 開発（ 開発許可）
における無電柱化

宅地開発無電柱化推進事業を実
施し 、 事業者の取組を支援する
仕組みを構築

無電柱化が標準仕様と なる こ
と を 目指し た取組を 推進し て
いる

第一次緊急輸送道路の無電
柱化

41％（ 2022年度） 2035年度の完了を目指す

臨港道路等の緊急輸送道路
の無電柱化

56％（ 2022年度） 2035年度の完了を目指す

主要な骨格幹線道路の整備や
関連する連続立体交差事業

・ 主要な骨格幹線道路の整備率
区部放射： 72％
区部環状： 78%
多摩南北： 82％
多摩東 ：西 70％

・ 骨格幹線道路と 関連する連続
立体交差事業４ 路線５ 箇所で
整備推進

（ 2022年度末実績）

・ 主要な骨格幹線道路の整備率
区部放射： 76％
区部環状： 83％
多摩南北： 92％
多摩東 ：西 79％

・ 骨格幹線道路と 関連する連続
立体交差事業５ 路線５ 箇所で
整備推進（ 2030年度）

緊急輸送道路等の橋梁の新
設・ 架け替え

用地取得・ 工事中
災害時の救助救援活動及び物
資輸送ルート の機能強化

災害時の代替ルート 等と な
る道路の整備

用地取得・ 工事中

多摩山間・ 島し ょ 地域におけ
る 現道拡幅や線形改良、 代替
ルート と なる 道路の整備推進
によ り 、 孤立化防止等を 図り
防災性を向上

緊急輸送道路の拡幅整備 用地取得・ 工事中
災害時の救助救援活動及び物
資輸送ルート の機能強化

導水施設の二重化
１ 施設で工事を実施
2施設で調査・ 設計を実施
（ 2022年度末実績）

１ 施設完成、 ３ 施設で工事を
実施（ 2030年度）

送水管のネッ ト ワーク 化
1施設完成、 1施設で工事を実施
4施設で調査・ 設計を実施
（ 2022年度末実績）

3施設完成、 3施設で 工事を 実
施（ 2030年度）

河川横断管路の地中化
調査設計を実施
１ か所で工事を実施
（ 2022年度末実績）

14か所の対策が完了
（ 2030年度）
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i i i 防災まちづく り の推進等

高台まちづく り の促進

・ 大規模洪水等による壊滅的な被害の発生を回避するため、 国と の連絡会議を継続

し て実施すると も に、 国・ 都・ 区が連携し てモデル地区等での検討及び事業化を

進め、 高台まちづく り の実現の進展を図っ ていき ます。

・ 高規格堤防と まちづく り の一体的な都市計画決定や、 直接移転を可能と する区画

整理事業などの展開により 、 高規格堤防の整備を加速し ます。

公園の高台化の推進

・ 篠崎公園において高台化を図り 、

あわせて江 川堤防への避難動戸 線

の確保を推進し ます。

宅地擁壁等への取組

・ 宅地擁壁等の損壊による被害を

阻止するため、 危険度調査等に

取り 組む区市町村への支援を行

います。

高台まちづく り のイ メ ージ（ 出典： 高台まちづく り 推進方
策検討W G資料「 高台まちづく り のイ メ ージ」 より ）

都立篠崎公園 将来イ メ ージ 鳥観図

都立篠崎公園 将来イ メ ージ 鳥観図

（ 目視調査） （ 地盤調査）

宅地擁壁等危険度調査
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2030年に向けた政策目標

政策目標 現状値 目標値

高台まちづく り の促進 モデル地区の選定 モデル地区での事業化

公園の高台化（ 篠崎公園） 高台化準備工事に着手
篠崎公園の高台化後の公園
整備が一部完了（ 2030 年
度）

宅地の防災対策の推進
区市町村が行う がけ・ 擁壁
の危険度調査等への支援
（ 2019.3補助制度を創設）

宅地の防災対策の普及

20
―2 0 ―



iv 土砂災害対策

砂防事業の実施

・ 土砂災害警戒区域内に避難所等が存在する箇所や災害発生箇所において、 ３ D地

形データ を活用し て、 対策の優先度を検討し ていき ます。

・ さ ら に、 優先度が特に高い渓流において砂防施設整備や簡易的な対策を実施する

など、 土砂災害対策を推進し ます。

土砂災害特別警戒区域内における建築物の安全対策の促進

・ 土砂災害特別警戒区域内の既存不適格建築物（ 土砂災害に対する構造安全性を有

し ていない建築物） に対し て、 外壁の改修や移転等に必要な費用を助成する区市

町村を支援し ています。

土砂災害警戒区域指定状況図（ 令和５ 年11月時点）

三次元レーザー測量のイ メ ージ

（ 画像提供： 株式会社パスコ ）

砂防施設整備（ 大金沢２ 号堰堤）
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山岳道路の防災力向上

・ ３ 次元点群データ を活用し 、 精緻に地形を把握するこ と で山岳道路の斜面点検の

高度化を図る。

・ 山岳道路の防災機能強化では、 災害時に迂回路がない箇所などの新たな視点を加

え、 優先的に対策を講じ る区間を 選定し 、 道路本体の流失防止対策などを推進し

ます。

・ 既設斜面の経年劣化対策では、 グラ ウンド アンカ ーに加え、 法枠、 擁壁などに対

象を拡大し 対策を推進し ます。

森林が持つ防災機能の強化

・ 多摩の森林や水源林等について、 間伐や枝打ち等により 森林の公益的機能を向上

さ せ、 土砂流出の防止、 水源かん養による洪水被害の軽減を図り ます。

・ ド ローンやレーザー等の先端技術を活用し た適正な管理と 森林循環の促進により 、

災害に強い森林を育成し ます。

集約型の地域構造への再編

・ 土砂災害等の災害のおそれのある区域においては、 人口の動態も 考慮し 、 安全な

区域へ居住の移転誘導を進めるなど、 地元自治体による立地適正化計画の策定等、

集約型の地域構造への再編に向けた取組を推進し ます。

グラ ウンド アンカ ー
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2030年に向けた政策目標

政策目標 現状値 目標値

砂防施設整備の検討（ 多摩
地域）

累計27箇所
（ 2023年度末見込み）

３ D地形データ を 活用し た
検討に基づき 、 優先度の高
い渓流において砂防基本計
画を策定（ 2030年度）

3次元点群データ の活用に
よる斜面点検の高度化

斜面判読手法の整理・ 斜面
判読業務の実施

３ 次元点群データ を 用いた
高精度な地形図から 災害要
因を 抽出する など、 斜面点
検の高度化を図る

山岳道路の防災機能強化
１ 路線（ 累計） 工事着手
（ 2022年度）

10区間（ 累計） 工事着手
（ 2026年）

既設斜面施設の経年劣化対策 14箇所（ 2022年度）
経年劣化対策工事（ 累計63
箇所着手） グラ ウン ド アン
カ ー工等（ 2026年）

水源林の保全管理
水道水源林を適切に管理
保全作業1,799ha
(2020〜2022年度の3か年)

計画的に水源林の保全作業
を実施

地元自治体による立地適正
化計画の策定など、 集約型
の地域構造への再編に向け
た取組を推進

立地適正化計画策定自治体数

４ 市

多摩地域の人口減少局面に
ある自治体のおおむね半数
程度の自治体が計画検討等
に取り 組んでいる
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② 災害時の電力に対する取組・ 資機材等の整備

非常用電源の普及・ 整備（ 住宅用太陽光発電・ 蓄電池等の普及促進）

・ 災害時にも 、 住宅や 間施設、 避難所等を含む公共施設での電 利 が可能と な民 力 用

るよう 、 太陽光発電と 蓄電池など自家消費型の再生可能エネルギー発電、 燃料電池等

の普及を図り 、 地域防災力の向上につなげます。

・ 住宅等の一定の中小規模新築建物に太陽光

発電設備の設置等を義務化する新たな制度

（ 令和７ 年４ 月施行） により 、 新築建物への

太陽光発電設備設置の標準化を促進し ます。

・ 既存住宅においても 、 災害にも 強く 健康にも

資する断熱・ 太陽光住宅の普及拡大を促進する

ため蓄電池等の設置補助を実施すると と も に、

太陽光発電設備の設置補助や機能性PVへの上乗せ補助を実施し ます。

・ 都有施設や区市町村庁舎等、 重要な拠点における非常用電源の整備を推進し ます。

ZEV 1の普及促進

・ 災害時における避難所等での給電や、 電源確保（ V2H、 V2B 2等） を可能と するた
め、 「 動く 蓄電池」 であるゼロエミ ッ ショ ンビーク ル（ ZEV） の普及を促進し ます。

・ 普及のために必要な公共用充電器や水素ステーショ ンの整備を 進めると と も に、

給電に必要と なる外部給電器やV2H、 V2B機器などの導入を促進し ていきます。

地域におけるレジリ エンスを向上

・ 島し ょ 地域における太陽光発電設備・ 蓄電池設置の推進などにより 、 地域のレジ

リ エンス向上を図り ます。

・ 地域の再生可能エネルギーを無駄なく 活用するため、 再生可能エネルギーの自家

消費と と も に地域全体でのエネルギーシェ アリ ングを推進し ます。

1:ZEV…走行時にCO₂等の排出ガスを出さ ない車両（ FCV： 燃料電池自動車 EV： 電気自動車

PHEV： プラ グイ ンハイ ブリ ッ ト 自動車）

2:V2H…Vehicle to Homeの略で、 ZEVに搭載さ れた電池から 家庭（ Home） に電力を 供給でき る機能

V2B…Vehicle to Buildingの略で、 ZEVに搭載さ れた電池から 建築物（ Building） に電力を 供給でき る

機能

災害にも 強く 健康にも 資する断熱・ 太陽光住宅

V2H （ ビーク ルト ゥ ホーム）

③建物へ放電（ ピーク電 を力 カット）
※電 逼迫時にも活 可力 用

電 系統力

②EVへ充電

①電 供給力

V2B （ ビーク ルト ゥ ビルディ ング）
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水素社会実現プロジェ ク ト

・ グリ ーン水素1があら ゆる分野で本格活用さ れると と も に、 調整力の役割を担い
再エネの大量導入と エネルギーの安定供給を支えているこ と を目指し ています。

・ グリ ーン水素の導入を促進するため、 事業者の設備導入を支援し ています。

・ 山梨県と 締結し た「 グリ ーン水素の活用促進に関する基本合意書」 に基づき、
都有地での活用を開始し ています。 今後、 都内において更なる活用を推進し ま
す。

・ 都有地におけるグリ ーン水素製造設備の設置に向けた取組を展開し ています。

・ 将来に向けてパイ プラ イ ンを含めた水素供給の仕組みを検討し ています。

（ 川崎市・ 大田区と 連携し 、 空港臨海エリ アにおける水素等の供給体制の構築や
需要の拡大等を推進）

・ 海外都市等と の連携を深め、 水素の国際サプラ イ チェ ーンの構築や需要拡大を
推進し ます。

マンショ ンにおける防災力の向上

・ 東京都では、 災害による停電時でも 、

自宅での生活を継続し やすいマンショ ンを

「 東京と どまるマンショ ン」 と し て登録・

公表し 、 普及を図っ ています。

・ 「 東京と どまるマンショ ン」 に登録し て

いる分譲マンショ ンの管理組合や賃貸マン

ショ ンの所有者等を対象に、 簡易ト イ レや、

エレベータ ーに設置する防災キャ ビネッ ト

などの防災備蓄資器材の購入への補助を実

施し ています。

1:グリ ーン水素…再生可能エネルギー由来の電力を利用し て、 水を電気分解し 生成さ れる水素

山梨県産グリ ーン水素の活用（ 東京ビッ グサイ ト ）

東京と どまるマンショ ン普及促進事業概要

25
―2 5 ―



救出救助活動における災害対応力の強化

・ 水災用個人資器材等の整備により 水防活動体制強化を図り ます。

・ 大型ク レーン車が侵入でき ない場所において土砂等の除去が可能なミ ニク ロー

ラ ーク レーンや、 浸水域での救助活動を迅速化する電動船外機付き ゴムボート 等

を整備し ます。

・ 要救助者をより 迅速に救出するため、 堆積し た土砂等を吸引でき る車両等を整備

し ます。

・ 大規模水害に備え、 ワイ ヤー梯子や排水ポンプなどの資機材を警察署機能維持等

のため整備し ます。

災害時業務継続施設整備事業

・ 災害時における帰宅困難者の安全確保や業務機能・ 行政機能継続に必要なエネル

ギーの安定供給の確保に資するエネルギー導管等を 整備するこ と により 、 都市の防

災性向上及び東京の国際競争力強化を促進し ています。

ミ ニク ローラ ーク レーン 電動船外機付き ゴムボート
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2030年に向けた政策目標

政策目標 現状値 目標値

都内の太陽光発電設備導入量
累計67.4万kW
（ 2021年度）

200 万kW 以上

家庭用燃料電池の普及 累計約7.7万台（ 2022年度） 100万台

業務・ 産業用燃料電池の普及
累計約2,7000kW
（ 2022年度）

３ 万kW

大規模停電時における 給水
確保率

67％（ 2022年度） 92% （ 2030年度）

乗用車の新車販売台数に占
める非ガソ リ ン車の割合

55.0％※軽自動車を 含めて
51.9% （ 2022年度）

100% 非ガソ リ ン化

公共用急速充電器設置数
493口（ 486基）
（ 2022年度）

1,000口

水素ステーショ ン整備箇所数 累計23箇所（ 2022年度） 150箇所

先端技術を 活かし た警備指
揮機能強化と 装備資機材の
整備

過去に発生し た災害を 教訓
に、 今後発生が懸念さ れる
災害に対応し た資機材等を
検討中

先端技術の活用により 、 指
揮機能の強化が図ら れ、 ロ
ボッ ト 等の画期的な資機材
による現場活動の更なる 円
滑化を図る
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●TOPIC● 自然災害分野に関係する計画の改定等

① 東京都豪雨対策基本方針

気候変動により 激甚化・ 頻発化する豪
雨に対応するため、 豪雨対策の目標や
役割分担等を見直し 、 強靭な都市を築く
ため、 令和５ 年12月 に「 東京都豪雨対策
基本方針」 の改定を行いまし た。

豪雨対策の５ つの施策「 河川整備」
「 下水道整備」 「 流域対策」 「 家づく り
・ まちづく り 」 「 避難方策」 の加速・
強化に向けた方向性等が示さ れています。

② 気候変動を踏まえた河川施設のあり 方

令和５ 年12月に気候変動の影響による降雨量の増加や海面上昇、 台風の強
大化等を考慮し た「 気候変動を踏まえた河川施設のあり 方」 を策定し まし た。

「 中小河川の洪水対策」 、 「 低地河川の高潮対策等」 、 「 ソ フ ト 対策の強
化」 等の基本的な考え方を踏まえ、 河川施設の対策を推進し ていき ます。

東京都豪雨対策基本方針（ 改定）

気候変動を 踏まえた河川施設のあり 方

28
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（ 2） ソ フ ト 対策

① 事前準備

i 防災意識等の向上

意識啓発

・ 令和５ 年９ 月にリ ニュ ーアルし た防災ブッ ク 「 東京く ら し 防災」 、 「 東京防
災」 による防災普及啓発を実施し ていき ます。

・ 「 東京都防災アプリ 」 の普及などにより 、 各家庭における備えが万全と なるよう 、

世代に応じ たき め細やかな防災普及啓発を実施し ていき ます。

・ 「 東京マイ ・ タ イ ムラ イ ン」 を東京都防災アプリ 内のコ ンテンツと し て配信し 、

作成し たマイ ・ タ イ ムラ イ ンと 防災気象情報を連動さ せ、 マイ ・ タ イ ムラ イ ンの

確認を促す通知機能等により 、 適切な避難行動をサポート し ていき ます。

・ 都内各地の風水害リ スク を視覚的に分かり やすく 確認でき る水害リ スク マッ プや、

河川の氾濫等のVR動画「 TOKYO VIRTUAL HAZARD-風水害-」 の配信など、 水害

に関する普及啓発を実施し ていき ます。

・ 東京で暮ら す外国人が 安心・ 安全に暮ら せるよう 、 外国人向けの防災訓練を継

続し て実施すると と も に、 「 やさ し い日本語」 を使用し た防災知識の普及啓発を

強化し ます。

・ マンショ ンポータ ルサイ ト による情報提供や、 セミ ナー開催 、 防災対策等を掲

載し た「 マンショ ン管理ガイ ド ブッ ク 」 等の活用による普及啓発を図り ます。

・ イ ベント 出展等により 防災意識の醸成を図ると と も に、 管理組合や賃貸マンショ

ン所有者等を対象と し てマンショ ン管理士等の専門家を派遣し 、 マンショ ン防災

に関する実践的知識やノ ウハウの普及啓発を 進めます。

東京く ら し 防災・
東京防災

東京マイ ・ タ イ ムラ イ ン
（ マイ ・ タ イ ムラ イ ンシート 3種類）

東京都防災アプリ

29
―2 9 ―



防災教育の推進

・ 発生が予測さ れる首都直下地震などの自然災害において、 児童・ 生徒が「 自助」 、

「 共助」 の精神に基づき 適切に行動できるよう にするため、 「 防災ノ ート 」 の活

用を更に促進すると と も に、 児童・ 生徒が保護者と と も に防災体験を行う 機会を

設定し ます。

都民防災教育センタ ーの機能強化

・ 誰も が気軽に防災体験学習ができる施設と し て都 防災教育民 センタ ー（ 防災館）

の利用を促進し ます。

・ 外国人に対し ても より 効果的な防災体験学習の機会を提供でき るよう 、 施設の多

言語化等を推進し ます。

防災教育ポータ ルサイ ト ・ 防災ノ ート

VR防災体験コ ーナー
（ 池袋・ 本所・ 立川）

都市型水害体験コ ーナー
（ 本所）
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i i  体制の整備

避難対策

・ 新興感染症対策の観点や女性や要配慮者等の多様な視点を踏まえた避難所管理運

営指針や要配慮者対策指針の適時適切な改訂を通じ て、 区市町村を支援すると と

も に、 関係団体等と 連携し 、 災害時の福祉専門職員の支援体制を強化し ます。

・ 女性防災人材の育成を進めていきます。

・ 発災時等の円滑な避難の実現に向けて、 大規模水害時の広域避難対策について、

国や関係自治体、 関係機関等と 連携し て検討し ます。

・ 可能な限り 多く の避難先を確保するため、 都有施設の活用に向けた調整や、 区市

町村におけるホテル・ 旅館等の活用を支援し ていき ます。

・ 区市町村による 害リ スク 情報や適切な避難 動をダイ レク ト に住 へ周知する水 行 民

こ と を支援し ていき ます。

水害リ スク 情報の発信強化

・ 水害リ スク に対する意識啓発や防災情報の発信強化に向け、 浸水リ スク や水害実

績等のハザード 情報を容易に閲覧でき るシステムを運用し ていき ます。 また、 水

害に強いまちづく り などへの活用を 見据え、 発生頻度が高い複数（ 多段階） の降

雨を用いた浸水想定図等の作成に取り 組みます。

・ 区市町村が作成するハザード マッ プについて、 想定し 得る最大規模の降雨・ 高潮

による浸水想定（ 予想） 区域図を用いたマッ プへの更新等を促進し ます。

洪水浸水想定区域図（ 神田川流域）
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大規模地下街等における浸水対策

・ 東京都地下街等浸水対策協議会による対策の検討や地区ごと の対策計画の策定な

どを通じ て、 関連する 間の管理者と 政が連携し 、 地下街・ 地下鉄・民 行 隣接ビル

等の管理者間の連携強化など、 地下空間における浸水対策の更なる充実を促進し

ます。

・ 浸水対策と し て、 不特定多数の利用者の安全を確保する避難誘導策を充実さ せ、

甚大な人的被害が懸念さ れる箇所を優先し て順次対策を推進し ます。

土砂災害対策

・ 土砂災害警戒区域等について、 おおむね

５ 年ごと に基礎調査を行い、 区域の指定を

見直すと と も に、 警戒避難体制整備のため

の区市町村等への技術的支援を実施し ます。

・ 盛土による災害を防止するため、 人工衛

星による観測データ 等の活用により 、 地形

の改変が行われた箇所を抽出し 、 広範囲に

おいて不適正盛土を効率的に把握し ます。

・ スタ ート アッ プと 協働し 、 不適正な盛土

行為や既存の盛土に関するリ スク について、

投稿アプリ やＡ Ｉ 自動検知の仕組みを整え、

都民の力も 活用し た見守り 体制を構築し ます。

災害対策のデジタ ル化

・ 災害情報を発信でき るデジタ ルサイ ネージ

やスマート フ ォ ンの充電設備等を 搭載し た

スマート ポールなどの活用により 、 災害時

における情報発信や通信環境の確保に向け

て取り 組んでいき ます。

・ 官民のデータ 流通を促進する「 東京データ

プラ ッ ト フ ォ ーム（ TDPF） 」 により 、 多様

な主体がつながるコ ミ ュ ニティ を 形成し 、

データ 利活用事例を創出するこ と で、 防災

のデジタ ル化を推進し ます。

・ デジタ ルツイ ン の３ Ｄ 都市モデル上で浸水

や土砂災害の被害の様相をシミ ュ レート 。

訓練等で活用し 行政機関のより 効果的な災

害対応のオペレーショ ンにつなげていき ます。

①不適正な盛 為土 行

②衛星データによる検知

③現地確認による特定

是正が必要な場合、是正勧告など

衛星データを活 した不適正盛 検知のイメージ用 土

スマート ポール
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事業の継続性確保

・ 職員向けに様々な災害事象と 規模に応じ た、 柔軟に対応でき るオールハザード 型

の都政Ｂ Ｃ Ｐ を策定し 、 職員が参集でき ない場合を見据え、 リ モート による災害

対応も 、 引き続き 検討し ていき ます。

・ 中小企業のＢ Ｃ Ｐ 策定や危機管理対策への取組を支援すると と も に、 テレワーク

の導入推進などにより 、 中小企業が支える産業基盤の維持を図り ます。

・ 生鮮食料品流通の拠点である中央卸売市場の「 災害対策マニュ アル（ 中央市場Ｂ

Ｃ Ｐ ） 」 を継続的に検証すると と も に、 市場関係業者のＢ Ｃ Ｐ 策定を支援するこ

と で、 市場事業の継続性を確保し ます。

企業支援等

・ 化学物質取扱事業者等の水害対策を推進するため、 中小事業者が東京都化学物質

適正管理指針に基づき 実施する水害対策について技術的支援を行う と と も に、 流

出防止に向けた事業者の自主的取組を促進し ていき ます。

2030年に向けた政策目標

化学物質の流出防止対策

政策目標 現状値 目標値

大規模地下街等における浸
水対策の推進

・ 避難経路の精査
（ 11地区）
・ 情報伝達訓練等の実施
（ 継続）
・ 利用者を交えた実働訓練
（ １ 地区）

2030 年代前半ま で に 、 大
規模地下街等12地区で避難
確保の充実を 完了し 、 概ね
８ 分以内の避難が可能

土砂災害警戒区域等の区域
指定の見直し （ 都内全域）

１ 巡目調査に基づく 指定完
了（ 2019年年度）

区域の見直し
（ 2巡目調査： 2026年度）
（ 3巡目調査： 2031年度）

都内企業のテレワーク 導入率
導入率62.9％
（ 2022年度）

導入率80％
（ 2030年度）
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② 発災時対応

i 情報収集・ 分析・ 発信

災害情報の集約・ 共有体制の強化

・ 発災時の迅速な情報収集や災害対策本部の円滑な運営等に向け、 デジタ ル技術の

活用調査・ 検証を実施し 、 事業化に向けた取組を推進し ます。

・ 東京都の災害対応に関わる重要な基幹情報システムであるDIS （ 災害情報システ

ム） を活用し 、 庁内及び関係機関と の災害情報の共有化を進めると と も に、 防災

ホームページや防災マッ プなど、 都民に提供する災害情報の充実を図り ます。

・ 区市町村の避難所の混雑状況等の

情報を 都がDISで集約し 、 防災ホー

ムページや東京都防災アプリ 、

Lアラ ート を通じ て発信し ます。

・ SNS分析ツールやド ローン等を

活用し た災害情報収集等の仕組み

を検討するなど、 初動体制の充実

強化を 図り ます。

・ 災害時でも 安定通信が可能な閉域

LTE 1の導入等、 防災行政無線の再整

備を 進め、 行政間での情報連絡体制の強化を図り ます。

・ 都道においては、 落石、 冠水、 斜面変状などを一元的に把握する道路監視システ

ムを導入するこ と により 、 都道の規制情報等を道路利用者へ迅速に提供し ます。

災害現場におけるAI等の活用

・ 警備指揮機能の強化に向け、 AI等を活用し た情報収集等を進めます。

・ 消防団の活動環境、 災害時の指揮活動の強化や情報収集活動能力の向上を図るた

め、 デジタ ル環境を整備し 、 情報の収集及び共有やウェ ブ会議、 訓練指導等を実

施し ます。

・ 災害現場におけるド ローン映像の活用に向けた検討

を進めます。

・ 大規模洪水や地震による建造物の倒壊など、 広範囲

に及ぶ被害状況を迅速に把握するため、 事前に設定

し たエリ アやポイ ント を自動で飛行し 、 映像情報等を

リ アルタ イ ムで伝送するド ローンを配備し ます。

1:LTE…携帯電話・ 移動体データ 通信の技術規格の一つで、 3G（ 第3世代） の技術を高度化し 、 音
声通話のデータ への統合やデータ 通信の高速化を図っ たも の

災害情報収集用自動航行
ド ローン（ イ メ ージ）
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水位予測等におけるAI等の活用

・ 水位、 台風進路、 気圧などの様々な

ビッ グデータ をAI等により 分析し 、

水位変動を 予測するこ と で水門等操作の

支援を行う システムの構築を進めます。

・ 雨水ポンプの運転操作について、 降雨

データ 等により Ａ Ｉ が流入する水量の

変化を予測し 、 適切な運転を支援する

技術の開発を進めています。

防災情報の発信強化

・ 円滑な水防活動の実施と 速やかな避難行動への誘導を実現するため、 水位周知河
川1等の指定拡大やAIを活用し た氾濫危険情報等発表支援のためのシステム構築を推
進し ます。

・ 水防災総合情報システムによる発信情報の充実や高潮防災総合情報システムの海
面 ラ イ ブカ メ ラ の増設等により 防災情報の発信を強化し 、 都 の的民 確な避難 動に行
つなげていきます。

・ 東京アメ ッ シュ を活用し 、 引き続き 降雨情報を提供し ていき ます。

・ 島し ょ 港湾における現場状況確認の利便性を向上するために、 ラ イ ブカ メ ラ の設
置やド ローン・ 衛星による構造物の形状取得など、 情報収集活用ツールの整備を進
めます。 また、 それら の情報を集約するプラ ッ ト フ ォ ームを構築し 、 迅速な災害対
応や施設管理の遠隔化・ 効率化に寄り 、 当初の防災対応力を強化し ます。

⇒P.39コ ラ ム「 島し ょ の防災対策DX」 参照

1:水位周知河川…洪水により 相当な損害を生ずるおそれがある際に指定し 、 洪水のおそれがあると 認
めら れると き は、 その状況を一般に周知する河川（ 水防法第13条に基づき 指定する
河川）

台風接近時のAIによる水位予測（ イ メ ージ）

↑東京アメ ッ シュ

←水防災総合情報
システムの監視カ
メ ラ 表示イ メ ージ

←水防災
総合情報
システム
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2030年に向けた政策目標

政策目標 現状値 目標値

先端技術を 活かし た警備指
揮機能強化と 装備資機材の
整備

過去に発生し た災害を 教訓
に、 今後発生が懸念さ れる
災害に対応し た資機材等を
検討中

先端技術の活用により 、 指
揮機能の強化が図ら れ、 ロ
ボッ ト 等の画期的な資機材
による現場活動の更なる 円
滑化を図る

道路監視システム（ 仮称） に
よる都道の防災機能の強化

道路監視システムの一部運
用（ 2023年度末見込）

道路監視シ ス テ ムの運用
（ 2023 年度から 一部運用
開始） 及び機能改善

ド ローン による海岸保全施
設点検

災害時の操縦飛行によ る施
設点検体制を構築
将来的な自律飛行によ る点
検に向けた調査を実施

操縦飛行による点検体制の
維持
自律飛行による施設点検の

運用

AI等を 活用し た水位予測に
よる水門等の操作支援（ 海
岸保全施設）

外水位予測を 水防活動に活
用開始
内水位予測の精度検証

水門等操作支援システムを
水防活動に活用し 、 的確・
迅速な水門操作等を実施
※水門等操作支援システム
を運用開始（ 2026年度）

AI等を 活用し た水位予測によ
る水門等の操作支援（ 河川）

システム設計・ 開発
（ 2023年度末見込み）

システム運用開始
（ 2025年度）

水防災情報の発信強化
・ システム運用開始
・ 氾濫発生情報の運用検討

・ システム運用
・ 氾濫発生情報の運用

河川観測機器の設置拡大
・ 河川監視カ メ ラ 公開数

・ 水位計公開数

・ 150箇所程度（ 累計）
（ 2023年度末見込）

・ 155箇所程度（ 累計）
（ 2023年度末見込）

・ 200箇所程度（ 累計）
（ 2030年度）

・ 280箇所程度（ 累計）

（ 2030年度）

水位周知河川等の指定拡大
水位周知河川等指定数： 19
河川（ 累計）
（ 2023年度末見込み）

水位周知河川等指定数： 30
河川程度（ 累計）
（ 2030年度）

Ａ Ｉ による河川監視カ メ ラ
映像の自動解析等を活用し
た氾濫危険情報発表の支援

詳細検討（ 要件定義）
システム運用開始
（ 2025年度）

高潮防災総合情報システムに
よる防災情報発信力の強化

運用状況を踏まえた改修を
適宜実施
海面ラ イ ブ カ メ ラ 7箇所公
開

ラ イ ブ カ メ ラ （ 2024 年度
ま でに全箇所設置： 累計9
箇所） の運用状況を 踏まえ
た改修を適宜実施

36
―3 6 ―



i i 体制の強化

関係機関と の連携強化

・ 災害発生前から 必要に応じ て都内の全ての区市町村に情報連絡要員を派遣する体
制の構築や、 発災後に被災地等と 都庁防災センタ ーと が迅速に情報連絡を行う ため
の環境整備などにより 、 切れ目のない災害対応体制の強化を図り ます。

・ 大規模風水害等を想定し た実践的な訓練等により 、 関係機関や区市町村と の連携
や災害対策本部の運営について検証を 行い、 各種計画やマニュ アルへ反映する
PDCAサイ ク ルを積極的に実施し ます。

物資輸送体制の強化

・ 関係機関と の物流拠点運営に関する実地訓練を通し て、 物資輸送体制を強化し ます。

・ ド ローンでの物資輸送体制の構築に向け、 協定事業者と の訓練等を通じ て運用体
制を強化し ます。

・ 都と 物資輸送車両と の双方向の情報伝達を可能と するシステムの構築等を通じ て、
効率的な物資輸送体制を整備し ていき ます。

災害時でも 都 を守る応急給 体制の運民 水 用

・ 災害により 断水が発生し た際に、 人命に

関わる医療機関等に対し て機動的な給水を

行えるよう 、 応急給水体制を継続し て運用

し ます。

・ 年間を通じ て網羅的な訓練を実施し 、

組織や職員の危機対応力を強化し ます。

即応対処部隊の運用

・ 異常気象等に伴う 大規模災害に対応するため創設し た「 即応対処部隊」 を継続

し て運用し 、 迅速な災害実態の把握及び救出救助活動を行っ ていき ます。

災害重機の操作技能向上

・ 災害現場において、 大き な威力を発揮する

各種重機を整備するほか、 こ れら 重機を効

果的に活用するため、 警察職員の重機操作

資格保有者の拡充を図ると と も に、 間事民

業者のオペレータ ーによる指導及び合同訓

練を実施し て、 その技能を向上さ せ、 官民

一体と なっ た災害応急対策を推進し ます。

相談体制等

・ 災害発生時、 被災者臨時相談窓口を開設し 、 被災者等から の相談や要望等に的確
に対応でき る体制を整備し ます。

休日発災対応訓練（ 被害情報収集の様子）

災害重機
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災害時におけるボラ ンティ ア活動支援機能の強化

・ 災害時におけるボラ ンティ アやNPOなどの活動を側面的に支援するため、 平時よ
り 東京ボラ ンティ ア・ 市 活動民 センタ ーと 連携し 、 災害ボラ ンティ アコ ーディ
ネータ ーの養成や定期訓練の実施、 連携会議や防災・ 減災プログラ ムの企画実施
を通じ た多様な主体と のネッ ト ワーク 構築を図り ます。

・ 災害時は東京ボラ ンティ ア・ 市 活動民 センタ ーと 協働し て「 東京都災害ボラ ン
ティ アセンタ ー」 を 設置し 、 被災地での災害ボラ ンティ ア活動支援を行います。

外国人への支援

・ 東京都防災ホームページ等で災害情報を多言語で速やかに提供する体制を整えま
す。

・ 防災（ 語学） ボラ ンティ アのための研修を実施すると と も に、 マッ チング作業を
システム化し 、 災害時における作業の迅速化・ 効率化等を図り ます。

・ 災害対策本部が設置さ れた場合、 外国人災害時情報センタ ーを立ち上げ、 外国人
が必要と する情報の収集・ 提供や東京都防災（ 語学） ボラ ンティ アを 活用し た避
難所等における通訳・ 翻訳支援を実施し ます。

・ 法律などの専門的な相談について、 対面やオンラ イ ンによる多言語相談を実施す
るほか、 災害後に多く 想定さ れる生活相談などに対応し ます。

・ 通訳が付いた「 外国人のための防災館ツアー」 を都内３ か所の防災館と 連携し て
実施し 、 言語や生活習慣が異なり 、 地震の経験や防災知識がない都内在住外国人
が災害時に適切な行動がと れるよう 、 防災・ 減災について学び、 体験する機会を
提供し ています。

・ 東京都多文化共生ポータ ルサイ ト において「 外国人向け防災普及啓発動画」 を多
言語で掲載し ており 、 今後風水害編の動画も 作成し 拡充に努めていき ます。

早期復旧・ 復興に向けた取組

・ 災害廃棄物を適正かつ円滑・ 迅速

に処理するため、 区市町村の災害

廃棄物処理計画及びマニュ アルの

策定等を支援すると と も に、 広域

的な連携・ 協力を行っ ていき ます。

・ 応急仮設住宅の提供や応急修理

の実施による災害時の仮住まいの

提供体制の整備を進めます。

令和６ 年能登半島地震における職員派遣
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DXを通じ た主な取組

■ 島し ょ の防災対策DX

① 離島港湾DX事業の推進プロジェ ク ト
近年の気候変動に伴う 災害の激甚化から 、 島し ょ 地域に住む都 の 命、 財産民 生

を守るため、 衛星やド ローン、 ラ イ ブカ メ ラ 等により 速やかに現地状況のデータ
をイ ンタ ーネッ ト 上に集約、 関係者にリ アルタ イ ムで展開・ 共有し 、 災害復旧ま
での作業を効率化する離島港湾情報プラ ッ ト フ ォ ームを構築し ます。

② 津波検知システム構築事業
沿岸部・ 島し ょ 部の津波被害を減ら すため、 都立大学が中心と なっ て取り 組ん

でいる津波検知システム（ 巨大津波発 を生 早期に検知し 、 都 に的民 確に伝えるシ
ステム） の構築に向けた事業への支援を行います。
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DXを通じ た主な取組

■ 東京みなと DX推進プロジェ ク ト

東京港の各種情報をプラ ッ ト フ ォ ーム上に一元化するこ と で、 業務の生産性向
上・ 迅速な災害対応・ オープンデータ 化を実現し ます。

• 東京みなと DXシステムを構築し 、 様々な部署・ システムに保管さ れている
東京港の港湾・ 海岸情報を一元化すると と も に、 「 離島港湾DX事業の推進プ
ロジェ ク ト 」 等と の連携を強化し ます。

• 平常時は必要な情報に瞬時にアク セス可能になり 業務の生産性が向上し ます。
また、 災害時は防災情報の集約化により 、 迅速な災害対応を実現し ます。

• 一元化し た情報のオープンデータ 化により 新たな都民サービスの創出がさ れ
るなど、 QOS向上につなげます。
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健康

暑熱

高齢者を中心に暑熱による死亡者数が増加傾向にあるこ と が報告さ れています。 ま

た熱中症については、 年によっ てばら つき はあるも のの、 救急搬送人員・ 医療機関受

診者数・ 熱中症死亡者数は増加傾向にあり ます。 高齢者への影響が大き いも のの、 真

夏日・ 猛暑日の増加に伴い、 若年層の屋外活動時の熱中症発症リ スク も 高く なっ てお

り 、 暑熱による影響は、 睡眠の質の低下やだるさ 、 疲労感などの身体機能の低下や心

身スト レスなどの健康影響にも 及びます。

また、 気温上昇により 熱スト レ スが増加し 、 将来的に熱中症患者が増加するこ と が

見込まれており 、 特に高齢者の熱中症リ スク が増加するこ と が予測さ れています

2090年代には、 東京・ 大阪で日中に屋外労働可能な時間が現在より も 30~ 40% 短縮

するこ と 、 屋外労働に対し て安全ではない日数が増加するこ と や、 屋外での激し い運

動に厳重警戒が必要と なる日数が増加するこ と などの予測も あり ます。

感染症等

気候変動による気温の上昇や降水の時空間分布の変化は、 感染症を媒介する節足動

物（ 蚊など） の分布可能域や活動期間、 人的被害を及ぼす外来生物の侵入・ 定着率を

変化さ せ、 節足動物が媒介する感染症等のリ スク を増加さ せる可能性があり ます。

温暖化と 大気汚染の複合影響

地球温暖化と 大気汚染の複合影響について、 気温上昇による生成反応の促進等によ

り 、 様々な汚染物質の濃度が変化し ているこ と が報告さ れており 、 微小粒子状物質

（ PM 2.5） や光化学オキシダント 濃度上昇に伴う 健康被害が増加するおそれがあり ま

す。

気候変動による影響

41
―4 1 ―



熱中症や感染症などの患者発生、 大気汚染による健康被害の発生など、 気温上昇に

よる健康影響を 最小限にするため、 適切な予防策や対処策の更なる強化を図り ます。

今後の主な取組

●TOPIC● 気候変動適応法の改正

熱中症による死亡者数は増加傾向が続いており 、 近年は年間1,000人を超え
る年も あり ます。 今後、 地球温暖化が進めば、 極端な高温発生リ スク も 増加す
ると 見込まれるこ と から 、 より 積極的な熱中症対策に取り 組む必要があり ます。

そこ で、 気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、 気候変動
適応法が改正さ れまし た（ 令和５ 年６ 月１ 日（ 一部） 、 令和６ 年４ 月１ 日全面
施行） 。

改正法では、 中期的な目標（ 2030 年） と し て、 熱中症による死亡者数（ ５ 年
移動平均死亡者数） について、 現状1から 半減するこ と を目指し ています。

【 改正のポイ ント 】
① 従来の熱中症対策行動計画を「 熱中症対策実行計画」 と し て法定の閣議

決定計画に格上げ
② 熱中症アラ ート を「 熱中症警戒情報」 と し て法に位置付けると と も に、

さ ら に、 より 深刻な健康被害が発生し 得る場合に備え、 一段上の「 熱中症
特別警戒情報」 を創設

③ 市町村 が、⾧ 冷房設備を有する等の要件を満たす施設を「 指定暑熱避難
施設（ ク ーリ ングシェ ルタ ー） 」 と し て指定し 、 特別警戒情報の発表期間
中、 一般に開放

④ 市町村 が⾧ 熱中症対策の普及啓発等に取り 組む 間民 団体等を熱中症対策
普及団体と し て指定し 、 熱中症弱者の予防行動を徹底

1:令和４ 年（ 概数） における５ 年移動平均は1,295名

熱中症予防行動ポスタ ー
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（ 1） 熱中症・ ヒ ート アイ ラ ンド 対策

熱中症予防アク ショ ンの促進

・ 東京都熱中症対策ポータ ルサイ ト による情報発信、 TOKYOク ールシェ アキャ ン

ペーンを通じ た普及啓発やTokyo W ater Drinking Stationの情報発信など、 熱中症

死亡者ゼロを目指し た庁内横断的な取組を推進し ます。

・ スマート ポールを活用し 、 リ アルタ イ ムの観測データ に

基づく 熱中症予防の注意喚起情報を配信するなど、 DXに

よる普及啓発に取り 組みます。

・ 都民から の創意工夫を活かし た熱中症対策に係るく ら し

の知恵を募集すると と も に、 熱中症弱者等を 対象に、 知見

を有する団体等と 連携し たき め細かな広報等を実施する

こ と で、 熱中症予防に向けた行動変容を促進し ます。

改正気候変動適応法を 踏まえた区市町村支援の強化

・ 今後起こ り 得る極端な高温も 見据えた区市町村によるク ーリ ングシェ ルタ ーの整

備や、 熱中症対策に関する普及啓発等を支援し ます。

・ 熱中症予防の普及啓発、 高齢者への見守り 、 猛暑時の避難場所の設置など、 区市

町村が地域の実情に応じ て取り 組む熱中症対策を引き 続き 支援し ます。

・ 区市町村が指定するク ーリ ングシェ ルタ ー等に関する都内全域のマッ プを作成・

公開するなど、 東京都気候変動適応センタ ーと 連携し 、 広域的な情報提供に取り

組みます。

都 ・ 事業者の参画による暑さ 対策の機運醸成民

・ 地域のイ ベント 等において、 打ち水等を

通じ た機運醸成を図ると と も に、 事業者等

の優れた取組事例を収集し 、 広く 発信し て

いき ます。

・ 東京2020大会で得ら れた暑さ 対策の知見・

ノ ウハウを都民や企業・ 団体等へ発信し て

いき ます。

住宅における暑さ 対策の促進

・ 発生場所別で最も 割合の高い在宅時の熱中症を防止するため、 エアコ ンの適切な

使用を促すと と も に、 夏の熱の侵入を防ぐ 窓などの高断熱化や高効率エアコ ンの

導入等、 より エアコ ンの効果を 高めるこ と ができ る断熱・ 省エネ性能の高い住宅

の普及を促進し ます。 あわせて、 住宅への遮熱性塗装や日射調整フ ィ ルムの施工

を促進する区市町村の取組を支援し ます。

TOKYOク ールシェ アポスタ ー
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ク ールスポッ ト の創出等

・ 区市町村と 連携し 、 微細ミ スト 等の暑さ

対策設備の設置を進めていき ます。

遮熱性舗装等の整備

・ センタ ー・ コ ア・ エリ アを中心と し た重点エリ アの都道において、 遮熱性舗装・

保水性舗装を2030年度までに約245km（ 累計） 整備し ます。

都市緑化の推進等

・ 都市のあら ゆる空間において良質なみどり を創出するため、 開発計画や建築計画

等において緑化を図る緑化計画書制度を着実に運用すると と も に、 都市開発諸制

度等の活 による 間の用 民 積極的な取組の促進などを通じ 、 みどり の確保を図っ て

いき ます。

・ 減少傾向が著し い市街化区域内農地については、 区市と 連携し ながら 、 生産緑地

地区や特定生産緑地の指定を促進し 、 保全を図っ ていき ます。

・ 街路樹充実事業で倍増し た街路樹の質の確保に向け、 街路樹事業においてデジタ

ル技術を活用し 、 迅速かつ効率的な管理を展開し ていき ます。 あわせて、 夏の日

差し を遮る緑陰確保に向けた計画的なせん定や、 街路樹を対象と し た防災診断な

ど適切な街路樹管理を行っ ていき ます。

微細ミ スト 設置事例（ 港区・ オアーゼ芝浦）

重点エリ ア 遮熱性塗装 遮熱性塗装（赤外線熱画像）
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（ ２ ） 感染症対策等

蚊媒介感染症対策

・ 蚊媒介感染症等の発生状況や、 感染予防対策、

適切な蚊の発生源対策の周知等により 、 感染症

の発生リ スク の低減を 図っ ていき ます。

・ 感染症を媒介する蚊のサーベイ ラ ンスを実施

すると と も に、 病原体の検査体制を確保し ます。

人的被害を及ぼす外来生物等への対策

・ 南米原産のヒ アリ 等の外来種の侵入・ 定着リ スク の増大が懸念

さ れるため、 国や区市町村と 連携すると と も に、 ヒ アリ 等確認調

査や都 への民 普及啓発等の実施により 、 都 の 命及び健康へ民 生 の

リ スク を軽減し ます。

（ ３ ） 大気汚染対策

大気汚染物質の排出削減等

・ PM 2.5と 光化学オキシダント の濃度低減に向け、 工場等の対策や自動車環境対策、
事業者による自主的取組の促進など、 多様な方法により 原因物質の排出削減を進めま
す。

・ 大気汚染物質やその原因物質が都県境を越えて移動

するこ と から 、 九都県市等と 連携し てメ カ ニズムの

解明や対策を実施し ます。

・ ５ G・ AI等の最新技術を活用し た大気汚染対策

につなげていく ため、 大気環境データ のオープン

データ 化を推進し ます。

・ 大気環境測定データ の確定作業にＲ Ｐ Ａ 1技術を

活用し 、 大気モニタ リ ング情報の提供を迅速化し ます。

2030年に向けた政策目標

1:RPA…Robotic Process Automationの略で、 人間がパソ コ ンで行っ ている入力や照

合等の作業を 、 あら かじ め設定し たプログラ ムに従っ て自動的に処理する。

 

凡例

●広域サーベイランス（１６施設）

◆重点サーベイランス（ ９施設）

調査地点地図（ 重点・ 広域）

捕集装置

ヒ アリ
（ 出典： 環境省）

RPA技術を活用し 、 PM 2.5等の
データ 公表を迅速化

政策目標 現状値 目標値

都道での遮熱性舗装等の実施 約180km（ 2022年度末） 245km（ 2030年度）

有地に民 おける 良好な みど り
の創出（ 再掲）

街中における 良好な みど り が
不足

間開民 発に合わせ、 良好な み
どり が街中に増加

PM 2.5濃度
達成率89％
（ 2022年度）

各測定局の年平均
安定的に10 µg/㎥以下（ 2030
年度）

光化学オキシダント 濃度
達成率０ ％
（ 2022年度）

全ての測定局で
0.07ppm以下（ 2030年度）
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農林水産業

園芸作物（ 野菜・ 花き ）

露地野菜では、 コ マツナ等の葉菜類、 ダイ コ ン等の根菜類等が、 高温により 収穫期
が早まる傾向にあり ます。 また、 高温や乾燥の影響により 、 生育初期の発育不良が増
加する傾向にあり ます。 さ ら に、 果菜類でも 高温による着果不良や日焼けが発生し て
おり 、 特に施設のト マト 栽培では顕著にみら れます。

果樹

日本ナシなど果樹全般について、 冬から 春の温暖化の影響で発芽や開花が早まっ た
こ と により 、 その後の霜害による花芽や新梢が枯死するなどの被害が見ら れています。
また、 夏の高温によるブド ウの着色不良や日本ナシ・ キウイ フ ルーツなどに日焼け果
と いっ た障害が発生し ています。 果実肥大期以降の高温・ 少雨による果肉障害（ みつ
症、 裂果等） も 生じ ています 。

畜産

畜舎への送風や散水等の対策により 温暖化の影響を低減さ せるこ と が可能ですが、
温暖化と と も に乳用牛では泌乳量の低下、 採卵鶏では産卵率の低下や軟卵の発生が増
加するこ と が予測さ れます。

また、 豚肉 、 肉 用鶏の成 の⾧ 低下が発 する地生 域が拡 する大 ほか、 低下の程度も大
き く なると 予測さ れます。

病害虫

害虫については、 ハダニ類、 シンク イ ムシ、 スリ ッ プス類など高温を好む害虫が多
発し 、 また発 時期が 期化する生 ⾧ 傾向にあり ます。 病害については、 こ れまで明確に
気候変動により 増加し た事例は見当たり ませんが、 病害虫の発生増加や分布域の拡大
による農作物への被害の拡大の可能性があり ます。

農業生産基盤

多雨や渇水等の極端な気象現象の増大や年間平均気温の上昇により 、 全国的に農業
生産基盤である農地への影響が予測さ れています。 また、 近年では集中豪雨が頻発し
ており 、 農地の湛水被害等のリ スク が増加するこ と が予測さ れています。

森林・ 林業

気温上昇や乾燥などの成育環境の変化を含めた気候変動により 、 樹木の生 ⾧低下や
枯死などが発生する可能性があり ます。

水産業

海水温上昇が主要因と 考えら れる魚類の分布域の変化や、 藻場の喪失などが顕在化
し 、 磯根資源の減少や漁業操業の単一魚種への偏重が起こ っ ています。

気候変動による影響
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気候変動の影響による栽培過地の変化、 品質低下、 台風被害などの懸念に対し て、
気温上昇などに適合する品目・ 品種への転換に対する技術支援・ 普及対策、 農業施設
の整備、 海洋環境の変化等の影響調査を行い、 強い農林水産業を実現し ていきます。

気象災害に強い島し ょ 農業の育成

・ 大型台風の襲来が多い島し ょ 地域において、 安定し た農業生産を維持でき るよう
耐風強化型パイ プハウス等の農業用施設整備を推進し ます。

・ デジタ ル技術を活用し 、 ため池や農業水利施設等についての支援を進め、 防災機
能の向上を推進し ます。

夏の暑さ 対策等気候変動に対する農業技術指導

・ 農業者や生産組織への技術指導等を行う 農業改良普及センタ ーにおいて、 農産物
の高温対策など、 地域農業の技術課題に取り 組んでいき ます。

山地災害に強い森林の育成

・ 市町村、 森林所有者、 林業経営体等の森林経営管理の指針と なる森林経営管理計
画の作成を支援する森林経営管理支援システムを運用し ます。

・ また、 ド ローン等による立木調査や、 最先端技術を活用し た林業機械の導入など、
作業の効率化を図るこ と で、 森林の適正な管理と 森林循環を促進し ます。

今後の主な取組

災害に強い森林づく り 遠隔操作機能を搭載し た先進林業機械
（ タ ワーヤーダ）
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水産物供給基盤整備

・ 最先端のシステム等を 活用し た漁場環境観測サービスを用いて、 海水温や流向・
流速と いっ た海況についての漁場毎の予測情報を提供し 、 漁業者が自ら の判断と
選択により 、 漁業操業への影響を軽減し ます。

スマート 内水面養殖業の検証、 導入支援

・ 豪雨等の自然災害にも 対応するため、 飼育用水の水量等を常にモニタ リ ングし 異
常事態を 感知する飼育環境コ ント ロールシステム等の効果検証を い、 間への行 民
技術移転を 目指し ます。

2030年に向けた政策目標

今後の主な取組

異常を感知

通報
管理者へ通報

政策目標 現状値 目標値

農家１ あたり 産戸 出額を増加 435万円（ 2021年度） 800万円（ 2030年度）

漁場環境予測システム

飼育環境コ ント ロールシステム
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水資源・ 水環境

水資源

都の主要な水源である利根川水系では、 平成以降においても 渇水が発生し ています。

今後、 年降水量や季別降水量の年変動は大き く なり 、 少雨の発生の頻度は大き く な
ると と も に、 季別の降水パタ ーンの変化、 積雪量の減少、 融雪時期の早まり などによ
り 、 水資源の利用可能量は減少すると 予測さ れています 。

また、 気候変動による降水量の変化や気温の上昇は、 水道事業にも 様々な影響を及
ぼす可能性があり ます。

水環境

気候変動によっ て水温の変化、 水質の変化、 流域から の栄養塩類等の流出特性の変
化が想定さ れます。

河川については、 大雨・ 短時間強雨の増加で土砂の流出量が増加し 、 濁度の上昇を
も たら す可能性があるほか、 水温の上昇による溶存酸素量の低下、 微生物による有機
物分解反応の促進、 藻類の増加等も 予測さ れています。

閉鎖性水域については、 表層海水温の上昇傾向が報告さ れています。 また、 海面上
昇に伴い、 沿岸域の塩水遡上域の拡大が想定さ れます。

気候変動による影響

出典： 東京都水道局環境５ か年計画2020-2024
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都がこ れまで確保し てき た水道水源は、 首都東京の安定給水を継続するため、 将来
の気候変動による影響も 踏まえ、 最大限活用し ていき ます。

また、 高品質な水を安定し て供給するため、 厳し い渇水や原水水質の悪化等に対し 、
リ スク を可能な限り 低減し ます。

合流式下水道の改善や高度処理施設の整備による水質改善、 河川や運河における水
質の維持・ 改善を通じ て快適な水環境を創出し ます。 また、 継続的にモニタ リ ングを
実施し ていき ます。

（ 1） 高品質な水の安定供給

水源の適切な確保

・ 利根川・ 荒川水系等の水源について、 将来にわたっ て首都東京の貴重な水道水源
と し て最大限に活用でき るよう 、 引き 続き 国をはじ めと する関係機関と 連携し 、 適
切に運用でき る体制を確保し ていきます。

・ 小河内貯水池は、 将来にわたっ て運用し ていく ため、 点検に基づく 補修やし ゅ ん
渫などに加え、 より 適正な施設管理や効率的な運用を可能と する設備への更新など
も 含めた計画を策定し 、 総合的な予防保全事業を進めていき ます。

・ 原水連絡管を 活用し た水系間の相互融通により 、 原水を効率的に運用し ていき ます。

水源林の保全管理

・ 水源林が持つ機能のより 一層の向上のため、 間伐や枝打ちなどの保全作業や、 シ
カ 被害対策等を実施し ます。

・ 有林の民 再 に向け、生 荒廃し た 有林の民 購入や地元自治体等と の連携を進めてい
き ます。

・ 平常時の森林の状況確認や被災時の現場調査においてド ローンを活用し 、 効率的
な水源林の保全管理を推進し ます。

今後の主な取組

多摩川上流に広がる水道水源林 枝打ち
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原水水質の変化に対する的確かつ効果的な浄水処理の確保

・ 浄水場の整備に当たり 、 新たな浄水処理技術の導入や環境負荷の低減、 ICT等の最

新技術の導入による効率的な維持管理を検討し ていき ます。

・ 既存の浄水場の維持管理においても 、 薬品注入の運転管理のサポート にAIを活用す

るなど、 効率的な管理に努めていきます 。

（ 2） 公共用水域の水質保全対策

合流式下水道の改善

・ 水が滞留し やすい河川区間などにおける降雨初期の特に汚れた下水の貯留施設の整

備、 公共施設や再開発地区での部分分流化の推進など、 引き続き 合流式下水道の改善

を進め、 河川や海などへ放流さ れる汚濁負荷量の削減を図り ます。

処理水質の向上

・ 窒素・ り ん濃度上昇等により

赤潮が発生すると 、 プラ ンク ト

ンの死骸等の分解に多量の酸素

が消費さ れ、 生物の生息に悪影響

を及ぼし ます。 東京湾における

赤潮の発生日数の削減に向け、

発生要因の一つである下水処理

水の窒素・ り んの一層の削減を

図るため、 各水再生センタ ーに

高度処理・ 準高度処理施設等の

導入を推進し ています。

し ゃ 集管

合流管

河川など

強い雨の日

貯留施設

③河川などへ放流
貯留管満水後に汚れが少なく なっ た雨水を
放流

②貯留施設へ流入
降雨初期の特に汚れた下水を貯留

①水再生セン
タ ーへ送水
し て処理

雨水吐口

雨天時放流回数を約７ 割削減

（ 上目黒幹線貯留管の事例）

対策前の

放流回数

5 6 回

対策後の

放流回数

1 4 回

①
③

②

汚水管

雨水管

降雨初期の特に汚れた下水の貯留イ メ ージ
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河川・ 運河の計画的な底泥（ 汚泥） のし ゅ んせつ等の実施

・ 隅田川等の感潮河川・ 運河で、 水質の改善や悪臭の防止等を 図るため、 計画的に

底泥（ 汚泥） のし ゅ んせつ等を実施し ます。

水質監視や水生生物の調査研究

・ 水質のモニタ リ ングや水生生物の調査研究を継続的に実施するこ と により 、 施策

効果の検証や水辺環境の改善状況の把握をし 、 今後の施策に生かし ていき ます。

2030年に向けた政策目標

水生生物の調査研究

政策目標 現状値 目標値

小河内貯水池予防保全事業
小河内貯水池予防保全計画
の策定（ 2022年度）

計画的に小河内貯水池
の保全事業を実施

水源林の保全管理
（ 再掲）

水道水源林を適切に管理
保全作業1,799ha
(2020〜2022年度の3か年)

計画的に水源林の保全作業
を 実施

貯留施設等の貯留量
150万㎥
（ 2022年度）

280万㎥
（ 中 期⾧ ）

高度処理と 準高度処理を 合
わせた能力

533万㎥/日
（ 2022年度）

782万㎥/日
（ 中 期⾧ ）
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自然環境

陸域生態系

自然林・ 二次林については、 冷温帯林の構成種の多く は、 分布適域がより 高緯度、 高
標高域へ移動し 、 分布適域の減少が予測さ れている一方、 暖温帯林の構成種の多く は、
分布適域が高緯度、 高標高域へ移動し 、 分布適域の拡大が予測さ れています。

また、 気温の上昇や積雪期間の短縮等によるニホンジカ などの野生鳥獣の生息域の拡
大や、 土壌の流出、 水源涵養機能の低下なども 予測さ れています。

淡水生態系1

湖沼や河川では、 温度上昇やCO2増加により 藻類の生産速度が増加し ますが、 栄養塩
供給が乏し い淡水生態系では、 藻類の増加はその餌と し ての質を低下さ せるため、 高
次生産は減少すると 予測さ れています。

沿岸・ 海洋生態系

亜熱帯地域では、 海水温の上昇等により サンゴの白化現象が既に発現し ています。 将
来は、 造礁サンゴの生育に適する海域が水温上昇と 海洋酸性化により 2040年までに消
失する可能性があると 予測さ れています。

東京湾では、 東南アジア原産の南方系のミ ド リ イ ガイ の越冬事例が確認さ れています。
また、 以前は夏にし か見ら れなかっ た南方系のチョ ウチョ ウウオが秋以降まで見ら れ
るよう になる等の変化が生じ ています。

生物季節

ソ メ イ ヨ シノ の開花日の早期化など、 様々な種への影響が予測さ れています。 また、
個々の種が受ける影響にと どまら ず、 種間の様々な相互作用への影響が予想さ れてい
ます。

分布・ 個体群の変動

分布域の変化やラ イ フ サイ ク ル等の変化が起こ るほか、 種の移動・ 局地的な消滅によ
る種間相互作用の変化が更に悪影響を引き 起こ す、 生育地の分断により 気候変動に追
随し た分布の移動ができ ない、 風などの気象条件の変化により 渡り ができないなどに
より 、 生存率の低下や種の絶滅を招く 可能性があると する研究事例があり ます。

気候変動により 外来種の侵入・ 定着率の変化につながるこ と が想定さ れています。

1:Urabe J., J. Togari, and J. J. Elser, 2003: Stoichiometric impacts of increased 
carbon dioxide on a planktonic herbivore, Global Change Biology, 9, 818-825

気候変動による影響
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気候変動の影響による生物の分布の変化など、 生物多様性への影響を最小限にし ま
す。 また、 レジリ エンスを向上さ せるため、 自然環境が持つ機能の活用や回復に関す
る取組の強化を図り ます。

生物多様性地域戦略に基づく 取組の推進

・ 令和５ 年４ 月に改定し た「 東京都生物多様性地域戦

略」 に基づき 、 雨水浸透による防災減災やヒ ート アイ

ラ ンド 現象の緩和など、 自然を活用し て社会課題を

解決する取組（ Ｎ ｂ Ｓ 1 ） などについて普及促進し ます。

⇒ P.58 TOPIC「 東京都生物多様性地域戦略」 参照

貴重な生物多様性を守る保全地域の指定拡大

・ 良好な自然地を保全地域に指定し 、 適切に保全・

管理するこ と で、 都内の生物多様性の拠点と し て

維持すると と も に、 雨水浸透機能による洪水被害

の軽減を図り ます。

・ コ ーディ ネート 事業2実施に伴う 作業計画策定や、

希少種対策・ 湿地環境改善作業・ ナラ 枯れ対策と い

っ た具体的な施策など、 政策連携団体 や専門家等と

連携し て事業を行う こ と で、 保全地域の質を高めていき ます。

多摩の森林再生

・ 荒廃が進む多摩のスギ・ ヒ ノ キの人工林について、 森林の公益的機能を回復する

ため、 間伐及び枝打ちによる森林の再生を着実に実施し ていき ます。

1 :Ｎ ｂ Ｓ …「 Nature-based Solutions」 の略で自然を活用し た解決策のこ と 。 気候変動や自然災害
を含む社会課題に対応し 、 人間の幸福と 生物多様性の保全の両方に貢献するアプローチ。

2 :保全地域におけるコ ーディ ネート 事業…保全地域の生物多様性拠点機能強化及び魅力向上のため、

「 希少種保全策・ 外来種対策等の生物多様性向上策」 や

「 施設更新・ 各保全地域のPR等の魅力向上策」 を保全地

域の管理に携わる各主体や必要な知識を持つ専門家と 共

にPDCAサイ ク ルにより 推進

管理の不足により 荒廃し てし まっ た森林 森林再 事業実施２ 〜３ 年後の良好な森林生

今後の主な取組
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緑の創出・ 保全

・ 都市のあら ゆる空間において良質なみどり を創出するため、 開発計画や建築計画

等において緑化を図る緑化計画書制度を着実に運用すると と も に、 都市開発諸制

度等の活 による 間の用 民 積極的な取組の促進などを通じ 、 みどり の確保及び質の

向上を図っ ていき ます。

・ 減少傾向が著し い市街化区域内農地については、 区市と 連携し ながら 、 生産緑地

地区や特定生産緑地の指定を促進し 、 保全を図っ ていき ます。

・ 自然地の改変を伴う 開発において、 開発許可制度を着実に運用し 、 緑地の確保を

図っ ていき ます。

・ 都心における貴重な水辺空間である河川の緑化を 計画的に推進すると と も に自然

環境を活用し た河川施設の質的向上に向けた取組を実施し ます。

・ 公園樹林の快適性・ 安全性向上のため、 公園ごと の特性に応じ た適切な維持管

理を推進し ます。 また、 街路樹の効率的な維持管理などにより 、 緑の質の向上を

図り ます。

企業緑地の例
（ 三井住友海上駿河台緑地）

河川・ 水辺空間の緑化推進

 

中川（ 緑化前） 中川（ 緑化後）

コ ンク リ ート 堤防を覆土し 、 芝により 緑化

接道部緑化

地上部緑化

屋上緑化
壁面緑化

接道部緑化 接道部緑化

新たな緑を創出し 、
市街地の緑化を推進
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都立公園・ 海上公園の環境整備等

・ 地域生態系の拠点と なる31の都立公園において、 重点的な環境整備、 生物種のモ
ニタ リ ングを実施し 、 関係者等の連携、 情報共有を図るこ と で順応的管理1を行い
ます。 海上公園等では、 野鳥や水生生物の生育環境の確保のため、 海浜や干潟の
整備拡充を進めると と も に、 モニタ リ ングなどを 行います。

自然公園の保全と 持続可能な利用の推進

・ レンジャ ー配備等により 自然公園の保全と 適正利用を促進すると と も に、 デジタ
ル技術の活用により 、 自然の価値に対する利用者の理解を深めます。

1:順応的管理…自然の不確実性により 当初の計画では想定し ていなかっ た事態に陥るこ と をあら か
じ め考慮し 、 モニタ リ ングにより 検証し ながら 、 多様な主体と の間の合意形成に基
づいて柔軟に対応し ていく 管理手法

都立公園における
ため池の整備

ため池で確認し た
ニホンアカ ガエル

（ 希少種）

干潟再生・ 保全の事例
（ 葛西海浜公園の人工干潟）

←高尾山デジタ ルガイ ド （ ルート 案内） ：
スマート フ ォ ン等を使っ て山内看板に設
置し た二次元コ ード を読み取るこ と で、
安全登山情報にアク セス

↑ 代表的な生き 物のAR：
同様の方法で高尾山の魅力や自然環境の重要性の理解を促進
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希少な野生動植物の保全と 外来種対策、 野生動物の保護管理

・ 東京の自然環境の特性を 踏まえた野生動植物の保全方針を策定するこ と で、 優先
度をふまえた希少種保全策や外来種対策を促進し 、 東京の生物多様性の保全と 回
復の実現を目指し ます。

・ シカ による農林業被害や生態系被害を防止するため、 シカ 管理計画に基づき 、 モ
ニタ リ ング調査、 植生保護柵等の設置・ 管理を行う と と も に、 事業の進捗と 効果
を検証し ながら 捕獲強化及び被害防除対策を推進し ていき ます。

2030年に向けた政策目標

政策目標 現状値 目標値

保全地域の新規指定・ 公有
化（ 再掲）

約760ha（ 2023年度末） 約1,000ha（ 2050年度）

有地における良好なみど民
り の創出（ 再掲）

街中における良好なみどり
が不足

間開発に合わせ民 、 良好な
みどり が街中に増加

河川・ 水辺空間の緑化推進
約4.4ha（ 累計）
（ 2020〜2023年度末見込）

約17.7haの緑化整備を 推進
（ 2030年度）

海上公園における水辺環境
の整備

３ 公園整備
（ 2020年度）

５ 公園整備
（ 2028年度）

干潟における 定期的なモニ
タ リ ング調査の実施

１ 公園調査中
（ 2023年度）

定期的な調査の継続

保全地域における希少種対
策の強化

45地域（ 2023年度末見込）
全地域（ 50地域）
（ 2024年度）
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●TOPIC● 東京都生物多様性地域戦略

都は、 令和５ （ 2023） 年４ 月に、 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関
する基本的な計画と し て、 「 東京都生物多様性地域戦略」 （ 以下「 地域戦略」
と いう 。 ） を 改定し まし た。 地域戦略では、 2030年ネイ チャ ーポジティ ブに向
けた目標と 生物多様性に関わるあら ゆる主体の取組の方向性を掲げています。

ネイ チャ ーポジティ ブ実現のイ メ ージ

３ つの基本戦略と 行動目標（ 東京都生物多様性地域戦略概要版より ）
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●TOPIC● 東京グリ ーンビズ(1/2)

東京都では、 気候変動などの社会的課題への対応、 開放的で緑豊かな空間へ
のニーズの高まり を踏まえ、 緑の価値を高め、 未来に継承し ていく ため、 新た
な緑のプロジェ ク ト 「 東京グリ ーンビズ」 を推進し ています。

100年先を見据え、 様々な主体と 連携し て緑に関する取組を強化し 、 東京を
「 自然と 調和し た持続可能な都市」 へと 進化さ せていき ます。

〇今後の主な取組
・ 「 まも る」 取組の例： 保全地域等の質を維持・ 向上

林床が明るく 若い樹林にするため、 保全地域の植生回復・ 樹林再生を集中
的に展開し ていき ます。 また、 地域特有の希少種保全や外来種対策を進めて
いき ます。
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●TOPIC● 東京グリ ーンビズ(2/2)

・ 「 育てる」 取組の例： 「 東京グリ ーンビズマッ プ」 の作成
緑に関する情報を一体的に発信し ていき ます。 イ ベント 情報等を掲載し 、

マッ プを通し て様々な方々の参画を促進し ていき ます。

・ 「 活かす」 取組の例： 緑・ 自然が有する機能を 活用「 グリ ーンイ ンフ ラ 」
自然環境が有する機能を豪雨や猛暑などの社会課題の解決に活用するため、

都有施設や 間施設等で民 グリ ーンイ ンフ ラ の導入を進めていき ます。

詳細は、 ホームページをご確認く ださ い。

公園・ 広場・ 道路等に設置

・ 雨水の貯留・ 浸透機能

・ 緑による 景観向上機能 等

を併せ持ち 、 複合的に都市環境の改善を 図る

レイ ンガーデン(雨庭)

旧河川敷の緑化・ 緑道

旧河川敷に緑道等を整備

・ 雨水浸透機能

・ ヒ ート アイ ラ ン ド 対策

・ 景観の保全など

旧河川敷の緑化（ イ メ ージ）
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５ ． 適応策の推進

庁内における連携

気候変動による影響は様々な分野に及びます。 その影響に対する適応策も 分野ごと

に、 また分野横断的に検討・ 実施する必要があるこ と から 、 全庁的な推進体制のも と 、

PDCAサイ ク ルによる 進行管理を 徹底し 、 各局と 連携し て適応策を強力に推進し てい

き ます。

地域気候変動適応センタ ーの設置

気候変動適応法第13条に基づく 地域気候変動適応

センタ ーについて、 都市のヒ ート アイ ラ ンド 対策の

研究などを行っ てき た（ 公財） 東京都環境公社東京

都環境科学研究所に、 東京都気候変動適応センタ ー

を設置し ています。

都は当該センタ ーと 連携し 、 気候変動影響や適応に

関する情報収集、 整理、 分析、 提供等に努めます。

< センタ ーの役割>

▷ 情報収集・ 整理・ 分析

都内を中心と し た地域の気温等の実態、 気候変動による影響や、 国内外の気候変

動適応策事例の情報を収集・ 整理・ 分析し ます。

また、 国が設置する協議会への参画や、 国立環境研究所気候変動

適応センタ ー及び関係する研究機関と の情報共有などにより 、 関係

機関と の連携を図り ます。

▷ 情報提供、 普及啓発、 助言

都内自治体に対する気候変動に関する情報提供及び助言を行い、 地域気候変動適

応計画の策定を促進すると と も に、 自治体職員向けにセミ ナー開催や気候変動適応

の専門家講師派遣などを実施し ています。 都と 連携し て、 気候変動適応に関する動

画の作成やイ ベント への出展などの情報発信により 、 都 への民 普及啓発を進めます。

実施体制

東京都環境科学研究所

東京都気候変動適応
センタ ーホームページ

都内自治体職員向けセミ ナー イ ベント 出展
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都の役割

都は、 都 や事業者の適応に関する民 取組を促進するため、 国や国立環境研究所、 地
域気候変動適応センタ ーなどと 連携し 、 気候変動影響や適応策についての情報を積極
的に発信し ていき ます。 また、 都におけるあら ゆる施策に適応の視点を組み込み、 現
在及び将来における気候変動影響へ対応し ていき ます。

あわせて、 地域に根差し た施策を展開する区市町村と の連携を強化し 、 その取組を
支援し ていき ます。

区市町村の役割

区市町村は、 地域気候変動適応計画を策定し 、 地域の自然的経済的社会的状況に応
じ て、 関係部局の連携協力の下、 関連する施策に積極的に気候変動適応を組み込み、
各分野における気候変動適応に関する施策を推進するこ と が求めら れます。

都 の役割民

都 は、民 国や都が提供する情報を活 し 、 気候変動の影響への理解を用 深め、 影響に
関する情報を自ら 収集するなどし て、 その影響に対処でき るよう に取組を進めるこ と
が求めら れます。

事業者の役割

事業者は、 国や都が提供する情報を活用し 、 事業活動における気候変動影響やその
適応策に関する理解を深めると と も に、 将来の気候変動を見据え、 適応の観点を組み
込んだ事業展開を実施するこ と が求めら れます。

各主体の役割
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